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官民の戦略的パートナーシップとは、官民が互いに対等なパートナーとして認識し合い、目的

を共有化し、互いの資源の最適活用を図りながら、共同してＶＦＭ(バリュー･フォー･マネー)を

達成した公共サービスの提供を行うことです。 



 

 

ＰＦＩ事業の推進 

－官民の戦略的パートナーシップによる公共サービスの進化を目指して－ 

ＰＦＩの推進に当たっては、建設や運営等の技術、リスク分担を含む複雑な契約
等の法務、資金調達やサービス対価の支払い方法等の財務など、様々な領域の専門
性と、ＰＦＩ法に基づく手続きに沿った事業の実施が求められます。 
こうしたことを踏まえ、県では、ＰＦＩ事業を導入する上で統一的な基準となる

「やまなしＰＦＩ事業導入指針」を策定し（Ｈ１４．１２）、この導入指針に基づ
きＰＦＩ事業候補となる事業の選定を行い、ＰＦＩ事業の推進を図るため、「やま
なしＰＦＩ事業推進マニュアル」を策定しました（Ｈ１５．４）。 
その後、公共施設等運営権制度の導入等を目的として、平成２３年にＰＦＩ法が

改正された他、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法については、「経済財政運営と改革の基本方針
２０１５」において、「地域の実情を踏まえ導入を優先的に検討することが必要で
ある」とされました。これを踏まえて「多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に
検討するための指針」が示され、人口２０万人以上の地方公共団体においては、当
該指針を踏まえ優先的検討規程を定めるよう要請されたことに伴い、従来の「やま
なしＰＦＩ事業導入指針」を廃止し、上記指針の趣旨を踏まえ「山梨県ＰＰＰ／Ｐ
ＦＩ導入指針」を策定した。 
このマニュアルには、ＰＦＩ事業を推進する上で求められる手続きの進め方や公

共と民間の役割分担の定め方など、ＰＦＩ事業の実施に必要な事項の考え方と基準
を示します。 
 

PFI事業実施プロセス 

 

 

 

 

  

事業の発案（民間事業者を含

む） 

PFI事業候補の選定 

実施方針の策定及び公表 

特定事業の評価及び選定、公表 

民間事業者の募集、 

評価・選定、公表 

 

協定等の締結等 

事業の実施、監視等 

事業終了 

（PPP/PFI導入指針） 

 

（PFI事業推進マニュアル） 
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ＰＦＩの概要 

 

１ ＰＰＰ／ＰＦＩとは 
 

ＰＰＰ（Public Private Partnership）とは、公共施設等の設計建設、維持管理、運営等

を行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的

使用や行政の効率化等を図るものであり、ＰＦＩはその一類型です。優先的検討の対象と

して、公共施設等の整備等に導入することにより、 

 

・従来の官民の役割分担を見直し、民間事業者の役割を大幅に拡大し、その主体性を幅広

く認めるものであること 

・協定等に基づき官民双方がリスクを分担すること 

・民間事業者が事業実施に当たり相当程度の裁量を有し、創意工夫を活かすことで、事業

の効率化やサービスの向上を図れること 

 

等が期待できるＰＰＰ／ＰＦＩ手法を位置付けることが考えられます。 

 

なお、ＰＦＩは、官民が連携して公共サービスを提供するＰＰＰの手法の一つであり、 

公共施設等の整備等を実施しようとする場合は、ＰＦＩを含め、ＰＰＰ（Public Private 

Partnership：官民連携）の様々な手法について検討を行うことが必要です。 

 
           内閣府「ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程運用の手引」 
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２ ＰＦＩの対象施設 
 

  ＰＦＩ法第２条では、ＰＦＩ事業の対象となる公共施設等として次のものが掲げられて

います。 

公共施設 
道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、 

工業用水道その他 

公用施設 庁舎、宿舎その他 

公益的施設等 

教育文化施設、スポーツ施設、集会施設、廃棄物処理施設、医

療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街その他

の公益的施設及び賃貸住宅 

その他の施設 

情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施

設（廃棄物処理施設を除く。）、観光施設及び研究施設 

船舶、航空機その他の輸送施設及び人工衛星（これらの施設の

運航に必要な施設を含む。） 
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３ ＰＰＰ／ＰＦＩを導入するメリット 
 

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入による効果は事業により異なりますが、例えば、メリットとし

て以下が期待されます。 

 

（１）コスト削減 

包括発注等を行うことにより民間事業者により大きな裁量を与えることが可能とな

り、コスト削減が期待できます。例えば、建設にかかるコストが他より安かったとして

も、維持管理にかかるコストが他よりも高くなり、トータルのコストで高くなっては意

味がありません。ＰＰＰ／ＰＦＩ手法のうち、ＰＦＩ方式やＤＢＯ方式では、設計、建設

から維持管理、運営を性能発注の考え方に基づいて一括して委託することで、トータル

のコストを考慮して民間事業者を選定することができます。 

 

※民間へのリスク移転から生まれるコスト削減 

リスクとは、不確実性のある要因によって、事業から得られる収入あるいは事業に要

する支出が影響を受け、収益に関して不測の損害を受ける可能性のことをいいます。 

     ＰＦＩでは、従来公共部門が負担していたリスクを公共だけで負うのではなく、最小

の経費で管理できる者が負担する仕組みを工夫することになり、負担が可能なリスクを

民間に移転することによって、民間では、リスクを適切に管理し、費用の低減、収益の

増加を図るインセンティブが与えられることになります。このインセンティブが創意工

夫や経営効率化を生み出し、競争によるコスト縮減等が生み出されるとともに、従来型

の公共事業に比べ、公共部門が負担するリスクが減少し、コスト削減が図られます。 

 

（２）サービスの質の向上 

性能発注等を行うことにより民間事業者の創意工夫の余地が大きくなり、サービスの

質の向上が期待できます。例えば、集客施設については、公共施設等の管理者等自らが事

業を実施するよりも、集客施設の運営に十分なノウハウを有する民間事業者に設計、建

設から維持管理、運営を性能発注の考え方に基づいて一括して委託する方が、サービス

の質が向上する可能性があります。 

 

（３）収入の増加 

性能発注等を行うことにより民間事業者の創意工夫の余地が大きくなり、収入の増加

が期待できます。例えば、民間事業者がサービスの質の向上や新たなサービスの提供等

により利用者を増やしたりすること等によって、収入が増加する可能性があります。 

 

（４）地域の活性化 

性能発注等を行うことにより民間事業者の創意工夫の余地が大きくなり、地域の活性

化が期待できます。民間事業者が事業を実施することで新たなビジネス機会や雇用が創

出されたり、余剰地の活用等を通じて地域における賑わいが創出されることで、地域が
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活性化する可能性があります。 

 

なお、これらのＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入による効果は、いずれもＰＰＰ／ＰＦＩ手法を

導入するだけで実現できるというものではありません。これらの効果がより発揮されるよ

うに、業務要求水準や民間事業者の選定プロセスを工夫することが重要となります。 

 

内閣府「ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程運用の手引」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

４ 主なＰＰＰ／ＰＦＩの手法 

 

 

（１）公共施設等の設計・建設・改修、維持管理・運営等を伴う方式 

  ア ＰＦＩ手法 
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イ ＰＦＩ手法以外の手法 

（２）公共施設等の維持管理、運営等を行う方式 

  ア ＰＦＩ手法 
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内閣府「ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程運用の手引」 

 

 

 

 

 

 

イ ＰＦＩ手法以外の手法 
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（３）公共施設等運営事業（コンセッション事業）について 

   平成２３年のＰＦＩ法改正により、公共施設等運営事業（コンセッション事業）が

導入されました。 

コンセッション事業は、利用料金の徴収を行う公共施設等について、公共側が対象

施設の所有権を有したまま、対象施設の運営等を行う権利を民間事業者に設定するも

のです。 

   民間事業者の経営原理を導入することで、事業運営・事業実施が効率化され、顧客

ニーズを踏まえた公共サービスの向上が期待されます。 

また、公共側は民間事業者から運営権対価を徴収することができ、これにより施設

整備に要した費用の早期回収を図ることができます。 

詳しくは、内閣府「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライ

ン」を参照してください。 

なお、公共施設等運営事業を導入する場合、従前のＰＦＩ手法を導入する場合とは

異なるプロセスと手続きが必要となります。このマニュアルのＰ１７以降に示すプロ

セス等は従前のＰＦＩ手法を前提としていますので注意してください。 

※ 公共施設等運営権に関する実施方針のうち公共施設等の規模又は配置に係る

事項について、公共施設等運営権者が変更の提案をすることができます。 

 

 

内閣府「ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程運用の手引」 

 

 

（４）Ｐａｒｋ－ＰＦＩ（公募設置管理制度）について 

   平成２９年の都市公園法改正により新たに設けられた、飲食店、売店等の公園利用

者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用

してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・

改修等を一体的に行う者を、公募により選定する「公募設置管理制度」で、ＰＦＩ法

には基づかない手法となります。 

詳しくは、国土交通省「都市公園の質の向上に向けたＰａｒｋ－ＰＦＩ活用ガイド

ライン」を参照してください。 
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なお、このマニュアルのＰ１７以降に示すプロセス等はＰＦＩ法に則ったＰＦＩ手

法を前提としていますので注意してください。 

 

 国土交通省「都市公園の質の向上に向けたＰａｒｋ－ＰＦＩ活用ガイドライン」 

 

 

（５）事業費の回収方法による類型 

ア サービス購入型 

最も一般的なＰＦＩの形態であり、ＰＦＩ事業者が公共施設等の設計・建設・

運営・維持管理等を行い、利用者に公共サービスを提供する。そのサービス提供

の対価として、公共部門がサービス購入料を支払う。ＰＦＩ事業者は、公共から

の支払いにより事業コストを回収する。事例としては庁舎や学校、美術館等があ

る。 

 

 
 

イ ジョイントベンチャー型 

     公共とＰＦＩ事業者の双方の資金を用いて公共施設等の設計・建設・運営・維

持管理等を行い、ＰＦＩ事業者が事業の運営を行う。ＰＦＩ事業者は、サービス

提供の対価として利用者からの利用料金を徴収するとともに、公共からサービス

購入料を受け取ることで事業コストを回収する。事例として宿泊施設、常用発電
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施設、社会福祉施設等がある。 

    

 

 

ウ 独立採算型 

     公共との事業契約に基づき、ＰＦＩ事業者が公共施設等の設計・建設・運営・

維持管理等を行う。ＰＦＩ事業者は、利用者に公共サービスを提供し、その利用

料金等を利用者から受け取り事業コストを回収する。事例としてゴルフ場、駐車

場、港湾施設等がある。 

 

 

 

 

５ ＶＦＭ（Value For Money：バリュー・フォー・マネー）による評価 
 

  公共施設の整備等ＰＦＩを導入するか否かは、従来手法とＰＦＩのどちらが効率的かつ

効果的に事業を実施できるかという視点で判断します。ＰＦＩでは、この判断基準とし

て、ＶＦＭという概念を用いています。これは、「住民が支払う税金（Money）に対し

て、最も価値（Value）の高いサービスを提供する」という考え方です。 

ＶＦＭ評価は、同一水準の公共サービス提供を前提に、公共が従来手法で自ら実施す

る場合の事業期間全体を通じた財政負担見込額（Public Sector Comparator：パブリッ

ク・セクター・コンパレーター＝ＰＳＣ）とＰＦＩ事業のライフ・サイクル・コスト（Ｌ

ＣＣ）を現在価値に換算して比較することによって行います。 

 

ＶＦＭの最大化を図るためには、公共サービス調達の各局面において、民間事業者が

もつ技術、経営ノウハウ、リスク管理能力を最大限に発揮することが重要であり、それ

により事業の効率性と質の向上を図ることが可能となります。そのためには、ＶＦＭの

基本原理ともいえる次の仕組みを踏まえて、ＰＦＩ事業の実施に当たる必要がありま

す。 

 

□リスク最適配分 

公共サービス調達に伴うリスクとその分担主体を明確化すること 

□アウトプット仕様の特定 
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公共は計画責任を負うことから調達しようとする公共サービスのアウトプットを特 

定し、民間が負った経営責任を果しているかどうかを、その特定したアウトプット

指標をモニタリングすることにより確認すること 

□成果主義(業績連動支払) 

モニタリング結果から業績に見合った支払いと動機付けを行うこと 

□市場競争原理(競争入札) 

ＶＦＭを担保するための｢競争性の確保｣を図ること 

 

ＶＦＭのイメージ図 
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６ ＰＦＩ事業の基本的な流れ 
 

   ＰＦＩ事業を実施する上でのプロセスについては、国の｢ＰＦＩ事業実施プロセスに関す

るガイドライン｣では７つのステップが示されており、その概略は次のとおりです。 

 

ＰＦＩ事業のプロセス 

 

 

 

７ 実施プロセスの簡易化について 
 

  ＰＦＩ事業の実施に当たっては、客観性、透明性の確保のため、手続きの慎重さ、丁

寧さに重きが置かれることにより、手続期間の長期化、手続に関する事務負担の増加が

見られるため、平成２６年６月に内閣府が「地方公共団体向けサービス購入型ＰＦＩ事

業実施手続簡易化マニュアル」を策定し、簡易化ポイントが示されています。 

 

（１）簡易化の対象事業 

サービス購入型事業であって、過去のＰＦＩ事業において同種事業の実績が数多

く存在する事業のうち、以下のいずれかに該当する事業 

・施設整備業務の比重の大きい事業 

・維持管理、運営業務の内容が定型的な事業 

※事務庁舎、宿舎、公営住宅、学校（校舎）などを想定。 
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（２）簡易化のポイント 

（ア）基本構想／基本計画と事業手法検討調査業務の一括実施 

・施設整備の基本構想、基本計画等の検討の際に、ＰＦＩ手法も含む複数の事

業手法の検討を併せて行います。 

 

（イ）実施方針公表後の質問回答の省略 

・実施方針公表前の市場調査や過去のＰＦＩ事業における同種事業の前例を踏

まえた実施方針を策定することにより、民間事業者が必要とする情報を効率

的に提供することが可能になるため、質問回答を省略し、意見の受付のみと

します。 

 

（ウ）特定事業の選定と民間事業者の募集開始（入札公告）の同時実施 

・債務負担行為の設定時期と民間事業者の募集開始（入札公告）時期との整合

を図った上で、可能な場合は、特定事業選定と民間事業者の募集（入札公告）

を同時に行います。 

 

（エ）効率的なタイミング及び方法によるＶＦＭの算出 

・事業の基本構想／基本計画段階においては、類似の前提条件により算出され

た過去のＰＦＩ事業のＶＦＭの実績や、過去の同種事業における建設単価や

削減率の実績値等を用いて算出したＶＦＭにより、客観的な評価を行い、Ｐ

ＦＩ事業として実施することの是非を判断します。 

 

（オ）審査委員会の効率的な開催 

・事業の内容等に応じて、審査委員会における審議事項を民間事業者の選定に

関することに絞り込み、開催回数を最小限に留めます。 
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８ 国の主なガイドライン・マニュアル・事例集等 
 

 ＰＰＰ／ＰＦＩの検討、実施に当たっては、国等が詳細なガイドラインやマニュアル

等を作成していますので参考としてください。 

 

○PFI 全般、導入検討について 

・地方公共団体におけるＰＦＩ事業について 

（平成１２年３月２９日付け自治事務次官通知）（平成１７年１０月３日一部改正） 

内閣府 

・民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針 

・ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン 

・地方公共団体におけるＰＦＩ事業導入の手引 

・多様なＰＰＰ／ＰＦＩ 手法導入を優先的に検討するための指針 

・ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程策定の手引 

・ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程運用の手引 

・公共施設の非保有手法に関する基本的な考え方 

・指標連動方式に関する基本的考え方 

 国土交通省 

・国土交通省所管事業へのＰＦＩ活用参考書 

・国土交通省所管ＰＦＩ事業における民間収益事業の活用に向けた参考書 

・国土交通省所管事業へのＰＦＩ活用に関する発注者向け参考書 

 

文部科学省 

・公立学校施設整備 PFI 事業のための手引書 

・複合化公立学校施設 PFI 事業のための手引書 

・公立学校耐震化 PFI マニュアル 

・文教施設分野における包括的民間委託導入に向けた手引き 

 

○事業契約、リスク分担、モニタリング等について 

 内閣府 

・ＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関するガイドライン 

・契約に関するガイドライン 

・ＰＦＩ事業契約との関連における業務要求水準書の基本的考え方 

・ＰＦＩ事業契約に際しての諸問題に関する基本的考え方 

・モニタリングに関するガイドライン 

・ＰＦＩ事業における事後評価等マニュアル 

・ＰＦＩ事業民間提案推進マニュアル 

・公共調達における民間提案を実施した企業に対する加点措置に関する実施要領 
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○ＶＦＭについて 

 内閣府 

・ＶＦＭ（Value For Money）に関するガイドライン 

・今後のＶＦＭ評価に関する調査・検討 

 国土交通省 

・ＶＦＭ簡易算定モデル 

 

○手続き簡易化（各種書類作成素材）について 

内閣府 

・地方公共団体向けサービス購入型ＰＦＩ事業実施手続簡易化マニュアル 

（別冊 ＰＦＩ実施手続のための作成素材） 

・ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査簡易化マニュアル 

 

○事例集 

 内閣府 

・ＰＰＰ／ＰＦＩ事業 事例集 

・ＰＰＰ／ＰＦＩの事業の多様な効果に関する事例集 

 国土交通省 

・ＰＰＰ／ＰＦＩ事業・推進方策事例集 

・公共施設の集約化・再配置に係る官民連携事業事例集 

・公的不動産の有効活用等による官民連携事業事例集 

・公共施設管理における包括的民間委託の導入事例集 

・ＰＰＰ／ＰＦＩ事業を促進するための官民間の対話・提案事例集 

・民間収益施設の併設・活用に係る官民連携事業事例集 

・公的不動産の利活用における地元企業の多様な取組方策等事例集 

・包括的民間委託の導入検討事例 

・震災復興官民連携支援事業 事例集 

文部科学省 

・文教施設における多様な PPP／PFI 事業等の事例集 

・スポーツ・文化社会教育施設官民連携（コンセッション等）推進のための施策集 

 

○公共施設等運営事業（コンセッション方式）について 

 内閣府 

・公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン 

・スタジアム・アリーナに係るコンセッション事業活用ガイドライン 

国土交通省 

・多様な民間事業者の参入に向けて－公共施設等運営権制度の活用－参考書 

文部科学省 
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・文教施設におけるコンセッション事業に関する導入の手引き 

 

○ＰＰＰについて 

国土交通省 

・ＰＰＰ事業における官民対話・事業者選定プロセスに関する運用ガイド 

 

○Ｐａｒｋ－ＰＦＩについて 

 国土交通省 

・都市公園の質の向上に向けたＰａｒｋ－ＰＦＩ活用ガイドライン 

 

※上記内閣府のガイドライン・マニュアル等については、内閣府民間資金等活用事業推進室

（ＰＰＰ／ＰＦＩ推進室）のホームページ（http://www8.cao.go.jp/pfi/index.html）内

に掲載されています。国土交通省の資料については、国土交通省のホームページ

（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei）等を御覧ください。 

 

○その他参考となるホームページ 

 特定非営利活動法人日本ＰＦＩ・ＰＰＰ協会（http://www.pfikyokai.or.jp/） 

 

※日本ＰＦＩ・ＰＰＰ協会の会員ページを閲覧する場合は、ＩＤ・パスワードが必要ですの

で、ＰＦＩ等推進事務局へお問い合わせください。 

 

  

http://www8.cao.go.jp/pfi/index.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei
http://www.pfikyokai.or.jp/
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ＰＦＩ事業の実施 

I 民間事業者の提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間事業者からの提案については、ＰＦＩ等推進事務局で取次ぎを行います。 

受付時には以下の書類を確認します。 

・特定事業の案 

公共施設等の種類、公共施設等の設置に関する条件、公共施設等の概要、公共施設等の維持

管理・運営業務の概要、想定する事業スキーム、事業スケジュール、リスク分担、提案の時

点で把握している法的課題等 

・特定事業の効果及び効率性に関する評価の結果 

・評価の過程及び方法 

支払いに関する評価の過程及び方法、サービス水準に関する評価の過程及び方法 

事務局は、民間事業者からの提案を関係事業担当課へ取次ぎを行います。各事業担当課は、

次の作業を進め検討します。 

 

① 受付けた民間事業者の提案について、事業担当課は、提案に関する事業について以下の点

を検討します。 

・当該提案に係る公共施設等の整備等の必要性 

・提案の実現可能性 

・ＰＦＩ手法を活用することの妥当性 

・財政に及ぼす影響 

・他の手法による当該公共施設等の整備等の可能性 など 

また、検討に当たっては、以下の点に留意する必要があります。 

・知的財産の保護 

・提案を行った民間事業者との対話の実施、追加で必要な書類の要請（ただし、過度の負担

にならないように配慮が必要） 

・業務の遂行に支障のない範囲内で可能な限り速やかに検討を実施 

② 実施することが適切であると認めた場合には、事業概要書、ＰＦＩ等簡易定性評価調書に

記入し、民間事業者からの提出書類とともに事務局に提出します。 

③ 所管部局と事務局との１次評価、ＰＦＩ等事業化検討会議での２次評価などの各段階を経

□ＰＦＩは、公共施設の整備に当たって民間事業者の資金とノウハウを最大限に活用し、

効率的かつ効果的に公共サービスの提供を図る手法である。従って、民間事業者が行う

ことが適切な事業については、できる限りその実施を民間事業者に委ねるという原則を

踏まえて、民間事業者からの有益な提案については、可能な限り検討することが必要で

ある。 
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て、検討を行った結果と内容等を発案者に速やかに通知します。検討期間が１年を超えるこ

とが見込まれる場合は、検討期間（見込み）を民間事業者に通知します。 

④ 民間事業者からの提案に関する事業について、ＰＦＩ事業として具体化していくことが適

当であると認められたときは、速やかに実施方針の策定に向けた手続きを行っていき、相当

の期間内に実施方針を定める必要がないと判断した場合には、その旨及び理由を、その提案

を行った民間事業者に速やかに通知します。 

⑤ 新たに民間提案を行おうとする民間事業者の参考とすることが適当と認められるときに

は、民間提案の概要や管理者等の判断の結果及び理由等を、提案者の権利や知的財産の保護

など正当な利益及び公共施設等の整備等の実施に対する影響に留意の上、適切な時期に公表

します。 

⑥ 実施方針の策定に寄与した民間提案については、寄与した程度を勘案して当該提案を行っ

た民間事業者に対して加点評価を行うなど適切に評価するものとします。 
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事務局による対象事業の整理・分類及び１次評価 

ＰＦＩ等事業化検討会議による対象事業の２次評価 

 

＜民間事業者の提案に係る処理フロー図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間事業者 民間事業者 民間事業者 

＜各事業担当者による検討 

事業担当課Ａ 

・提案事業ａ 

事業担当課Ｂ 

・提案事業ｂ 

事業担当課Ｃ 

・提案事業ｃ 
・・・ 

調書等 調書等 

調書等 

 

調書等 

調書等 

 

調書等 

 

 

 

 

 

公共が執行 

ＰＦＩ事業候補として選定 

・・・ 

提案 

 

提案 

 

提案 

ＰＦＩ等推進事務局 

関係事業担当課へ取次ぎ 

事業内容の見直し 

結果の通知 

調書等 
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  【国におけるＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン】 

 

ステップ１．事業の提案 

 

１ －２ 民間事業者からの提案 

民間事業者から管理者等に対し、ＰＦＩ事業として実施する事業についての法第６条に基づく提案、又は

既に実施方針が出された事業に関する提案が行われ、管理者等による検討、評価の結果、提案内容の全部又

は一部が採用され、所要の実施方針の策定又は変更が行われた上で、法第７条に基づき特定事業の選定(*1)

が行われることが考えられる。 

このようにＰＦＩ事業の促進にとって有益な民間事業者からの活発な提案を促すため、民間事業者からの

提案に関し、下記及び民間提案の実施手続や提案書（フォーマット例）等を示した「ＰＦＩ事業民間提案推

進マニュアル」に留意して対応する。 

なお、ＰＦＩ法に基づかない任意の提案（発案）についても、民間提案と同様、積極的に対応することが

望ましい。この場合において、ＰＦＩ法に基づく民間提案か否かを管理者等と提案者の間であらかじめ確認

しておくことが望ましい。 

また、公的不動産の有効活用の観点からも、民間提案制度や民間の発案により民間の創意工夫を活用する

ことが管理者等及び民間事業者双方にとって有益であると考えられる。 

 

(1) 管理者等の情報提供・体制整備 

① 民間事業者の提案に係る受付、評価、通知、公表等を適切に行うため、窓口の明確化や庁内検討体制

を整備しておく必要がある。 

② 民間からの提案を積極的かつ効率的に受け付けるため、管理者等から、今後事業として実施できる可

能性のある事業一覧を短期計画や長期計画として公表することも考えられる。 

なお、地方公共団体においては、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画（公共 

施設等総合管理計画）(*２) において、公共施設等に関する情報を積極的に公開することも民間提案の 

促進には効果的である。 

③ 民間事業者から情報提供について相談があった場合においては、有益な提案を促すため、ＰＳＣ

（Public Sector Comparator：公共が自ら実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額

の現在価値）算出の参考となる資料について、可能な範囲で適切に情報提供を行う必要がある。特に、

既存の公共施設等に対する運営事業の民間提案を行う際に情報提供の要求がなされた場合は、当該公共

施設等の過去の財務データや事業見通し等を提供することが望ましいと考えられる。 

④ 情報提供については、上記②、③のほか、公共施設等の建設等に関する計画など、提案に必要となる

と思われる情報について、内容が明らかになった場合はＨＰ等で広く一般に公開することも民間提案の

促進のためには効果的であると考えられる。 

⑤ また、ＰＦＩ事業の促進に向けて、地域活性化や地域雇用創出といった視点も踏まえつつ、民間事業

者からの提案や管理者等によるその活用を促進することが重要であり、地域企業のノウハウ習得や地域

人材の育成に向けた産官学金プラットフォームの形成促進や事業遂行力向上のための管理者等のネット

ワークの創出等が有効であると考えられる。 
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(2)民間提案に必要な書類 

通常実施されている可能性調査の項目を踏まえ、以下の内容が基本であると考えられる。 

① 特定事業の案 

ア 公共施設等の種類 

イ 公共施設等の設置に関する条件 

ウ 公共施設等の概要 

エ 公共施設等の維持管理・運営業務の概要 

オ 想定する事業スキーム 

カ 事業スケジュール 

キ リスク分担 

※なお、民間事業者の判断により、提案の時点で民間事業者が把握している法的課題（特定事業実施上

の規制・制約等）を提出することも可能。 

② 特定事業の効果及び効率性に関する評価の結果 

③ 評価の過程及び方法 

ア 支払いに関する評価の過程及び方法（独立採算型事業の場合は、事業の採算性の評価等） 

イ サービス水準に関する評価の過程及び方法 

 

(3)民間提案の検討プロセス 

① 管理者等は、以下の点について検討することが必要である。 

ア 当該提案に係る公共施設等の整備等の必要性 

イ 提案の実現可能性 

ウ ＰＦＩ手法を活用することの妥当性 

エ 財政に及ぼす影響 

オ 他の手法による当該公共施設等の整備等の可能性 

カ その他（特段の事情がある場合、適宜考慮して検討を実施） 

なお、アの検討により整備等の必要性がないと判断した場合においては、その他の検討は不要であ

る。 

② 検討に際しては、以下の点に留意する必要がある。なお、必要に応じて、コンサルタント等を活用す

ることも考えられる。 

ア 知的財産(*３)の保護 

イ 提案を行った民間事業者と対話の実施（ただし、当該民間事業者の過度の負担とならないよう配慮

すること。） 

ウ 提案を行った民間事業者への追加資料の提出の要請（ただし、当該民間事業者の過度の負担となら

ないように配慮すること。） 

エ 業務の遂行に支障のない範囲内で可能な限り速やかに検討を実施すること。 

オ 検討期間の考え方については、事業や管理者等の体制により異なり得るが、検討に相当の時間を要

する場合（例えば、１年以上）は時期の見込を通知すること。 
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(4) 民間事業者の提案について、(3)の手続に従って評価し、当該提案を受けて実施方針を策定することが

適当であると認めたときは、自らの提案による事業と同様に、実施方針の策定等の手続を行う。 

 

(5) 提案に含まれる知的財産の保護 

① 知的財産については、④の場合を除き、公表しないこと。 

② 当該情報が知的財産に該当するか否かについては、客観的な一律の基準はないことから、公表の可否

について判断が難しい場合は、管理者等と提案を行った民間事業者の双方で知的財産に該当する範囲を

明 確化し、公表について決定するとともに、当該事業者の権利その他正当な利益の保護に努める。 

③ 提案の際に、知的財産に該当する情報について、当該提案を行った民間事業者に明示するよう求める

ことも考えられる。 

④ 当該情報を公表しないと実施方針が策定できない場合は、当該情報を含む提案を行った民間事業者の

了承を得た上で公表を行う。この場合においては、併せて、事業者選定の際に当該者に対して一定の評

価を行うことを検討する。 

 

(6) 民間事業者の提案を受けて、相当の期間内に実施方針を定める必要がないと判断した場合には、その旨

及び理由を当該提案を行った民間事業者に速やかに通知する。この場合において、新たに民間提案を行

おうとする民間事業者の参考に供することが適当と認められる場合その他特に必要があると認められる

ときは、当該民間提案の 

ア 事業案の概要 

イ 管理者等の判断の結果及び理由の概要 

につき、当該事業者の権利その他正当な利益及び公共施設等の整備等の実施に対する影響に留意した上

で、公表すること。 

 

*1 「特定事業」とは、公共施設等の整備等に関する事業で、ＰＦＩ事業として実施することにより効率的

かつ効果的に実施されるものをいう。 

「特定事業の選定」とは、基本方針及び実施方針に基づき、ＰＦＩ事業として実施することが適切であ

ると管理者等が認める事業を選定することをいい、選定された特定事業を「選定事業」という。 

*2 「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の策定について（平成26年4月22日総財務75号）」 

第二 総合管理計画策定にあたっての留意事項 

総合管理計画の策定にあたっては、以下の事項について所要の検討を行うことが適当である。 

五 ＰＰＰ／ＰＦＩの活用について 

公共施設等の更新などに際しては、民間の技術・ノウハウ、資金等を活用することが有効な場合

もあることから、総合管理計画の検討にあたっては、ＰＰＰ／ＰＦＩの積極的な活用を検討された

いこと。また、公共施設等の情報を広く公開することが民間活力の活用にもつながることが予想さ

れることから、公共施設等に関する情報については、積極的な公開に努めること。 

*3 「知的財産」とは、高度な技術・ノウハウ、先進性・独創性の高いアイディア又は営業秘密を含む等事

業活動にとって有用な情報であって、公表することにより提案を行った民間事業者の権利、競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがある情報をいう。 
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II ＰＦＩ事業推進体制の構築 

１ 実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＦＩは、民間事業者が自ら資金調達を行い、複数の業務の包括発注、長期契約を行うもの

です。従って、ＰＦＩ事業では、公共は従来手法と同様に民間事業者に委ねる業務の範囲やサ

ービスの内容・水準を事業毎に設定するほか、民間事業者の選定基準や選定手続きを個別に検

討したり、対価の支払方法やモニタリング（業績監視）の方法を設定し、事業契約書に反映さ

せることが必要となります。これらの幅広い業務を行い、効果の高い事業として実施するに

は、庁内の関係課や外部アドバイザーなど多方面の専門家の参画が不可欠となります。 

従って、事業担当課、ＰＦＩ等推進事務局、ＰＦＩ事業審査委員会（外部委員会）に加え、

事業を推進する上で調整が必要となる関係課及び必要に応じて外部アドバイザーで構成する導

入体制を築くこととします。 

 

ＰＦＩ事業の推進体制は次の機能を有するものとします。 

○ 事業担当課 

ア 実施方針作成を初めとした事業を実施  イ ＰＦＩ事業審査委員会を運営 

○ ＰＦＩ等推進事務局 行政経営管理課（制度所管課） 

ア ＰＦＩ等制度の運用・推進  イ ＰＦＩ等導入に係る事業担当課の支援 

○ ＰＦＩ事業審査委員会 

ＰＦＩ手法や金融実務、建設・設備分野等に精通した外部の専門家で構成し、民間事業者の

審査・選定、事業への助言等の機能を有する。 

ア 審査基準検討（募集要項策定時）事業者選定基準となる審査基準を検討 

イ 事業者からの提案の審査、評価  ウ 落札者の選定（入札選定時） 

エ 必要に応じて次の項目 ・実施方針 ・特定事業の選定（ＶＦＭの検証） 

・事業者選定方式（契約方式）の検討 ・入札説明書（募集要綱）等の検討 

○ 外部アドバイザー 

専門的な調査・作業、助言等を行う。 

 

 

 

 

□ＰＦＩ事業の実施に当たっては、統一された意識のもとで、庁内の関係課や外部アドバイ

ザーなど多方面の専門家の参画がなされることが不可欠である。 

□ＰＦＩ事業候補として選定された事業の推進に当たっては、本ＰＦＩ事業推進マニュアル

に準拠するとともに、ＰＦＩ事業審査委員会、事業担当課、ＰＦＩ等推進事務局を中心に事

業推進の上で調整が必要となる関係課、必要に応じて外部アドバイザー等で構成する体制

で対応する。 
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ＰＦＩ等推進事務局 

（行政経営管理課) 
事業担当課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（準拠） 

（準拠） 

審査（①②③）・選定（④） 

ＰＦＩ事業審査委員会 

助言 

（準拠） 

相談・協議 

運営 

【ＰＦＩ事業推進マニュアル】 

助言 

助言・調整・支援 

関係課 
専門アドバイザー 

（総合/財務/法務/技術） 

調整 

① 実施方針
作成 

② 特定事業

評価 

③ 募集要項 

作成 

④ 入札 

付議 

＜ＰＦＩ事業推進体制＞ 
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２ 専門アドバイザーの選定 

 

ＰＦＩ事業の実施に当たっては、従来手法とのコスト比較によるＶＦＭの算定やリスク分担

を含む複雑な契約など、法務、技術（建設、運営等を含む）、財務など、様々な領域の専門性

が求められ、事業計画の検討、費用対効果などＰＦＩ事業の実施の妥当性を綿密に検討するこ

とが必要となります。 

また、民間の参入意欲が働く事業の枠組みを構築し、適切な競争状態の中で事業者の選定交

渉を行うことが、より良い事業の成立において最も重要であり、これらの専門的な知識やノウ

ハウは、一般に公共が有する従来の知識では不十分な部分があります。 

このため、専門的知識を有するアドバイザーを活用し、的確な助言のもとで手続きを進める

ことが有効です。 

 

（１）アドバイザーの役割 

ＰＦＩ事業では、長期事業契約書の締結、民間事業者に要求するサービス水準を規定し

た業務要求水準書の策定、サービス水準を一定以上に維持するための仕組みづくり（業績

に連動した支払方法やモニタリング方法）、資金調達スキームの工夫による事業採算性・

確実性を担保する方法など、法務、技術、財務に関連する検討事項が多数存在するため、

活用が想定されるアドバイザーとしては、通常、財務アドバイザー、技術アドバイザー、

法務アドバイザーに大別できます。 

アドバイザーの構成は、財務又は技術アドバイザーが総合アドバイザーを兼任し、包括

的に業務を束ね、必要に応じて他の専門家の協力を得る方法（アドバイザーを含めた体制

の例①）と、各分野の専門家を個別に県が選定し、協力を得る方法（アドバイザーを含め

た体制の例②）があります。 

体制の例①の場合、総合アドバイザーがそれらの個々の専門知識を総合的に調整、取り

まとめることから、従来公共が有している知識では不十分な点は総合アドバイザーによっ

て補完され、ＰＦＩ事業化の検討を円滑に進められることが期待できます。 

公共が、各アドバイザーのとりまとめを行うことが可能な場合は、個々のアドバイザー

の専門家として考え方や作業結果をそれぞれに受け取り、公共の判断を加え、即時に次の

検討に移ることができる体制の例②の方法が有効です。 

公共の負担を軽減することも鑑み、体制の例①が一般的になってきているようです。 

□ＰＦＩ事業の実施に当たっては、法務、技術（建設、運営等を含む）、財務など、様々な

領域の専門性が求められる。 

□最大のＶＦＭを得るためには、ＰＦＩに関する専門知識やノウハウを有するアドバイザー

を活用し、的確な助言のもとで手続きを進めることが不可欠である。 

□アドバイザーの業務の特殊性から、アドバイザーの選定に当たっては、プロポーザル方式

を活用することが有効である。 

□選定したアドバイザーは利益相反の観点から、事業に参画する民間事業者またはそのアド

バイザーになることは認められない。また、アドバイザーの関連企業などが応募、参画す

る場合には、公平性、透明性、競争性が十分確保されていることに留意する。 

 



26 

 

＜アドバイザーを含めた体制の例①＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アドバイザーを含めた体制の例②＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）各アドバイザーの役割 

 

○総合アドバイザー(Project Manager)： 

 

○財務アドバイザー（FA: Financial Advisor）： 

 

○技術アドバイザー（TA: Technical Advisor）： 

 

 

 

 

県 

総合アドバイザー 

財務アドバイザー 法務アドバイザー 技術アドバイザー 

県 

財務アドバイザー 法務アドバイザー 技術アドバイザー 

ＰＦＩ手法による事業実施に係るアドバイス、財務、技術、法務等の

各専門アドバイザーへの指示やとりまとめなどを行います。ＰＦＩ事業

では、財務（資金調達）、法務、技術の要素が複合して構成されている

ことから、総合アドバイザーは各専門アドバイザーの調整、取りまとめ

というプロジェクトマネージャーとしての役割を果たします。通常、次

のいずれかのアドバイザーが兼任します。 

 

民間事業者の資金調達を考慮した事業スキームの検討、ＰＳＣやＰＦ

ＩのＬＣＣの算定支援、ＶＦＭの算定に係るキャッシュフローモデルの

作成などに関するアドバイスを行います。通常、証券会社、金融系コン

サルタントが行います。 

施設・設備の設計、建設・構築、維持管理、運営業務についての技術

的な見地からのアドバイス、ＰＳＣやＰＦＩのＬＣＣ算定に係る根拠デ

ータの収集にかかるアドバイスなどを行います。通常、設計事務所、技

術コンサルタントが行います。 
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○法務アドバイザー（LA: Legal Advisor）： 

 

アドバイザーには、実施方針の検討からＰＦＩ事業の実施のために選定した民間事業者との

契約締結までの期間において、次の業務などを委託します。 

 

（３）アドバイザー選定方法の留意点 

アドバイザーには、金融・財務、法務、技術等の分野の専門知識やノウハウを総合的に

活用できる業者を選定しなければなりません。 

アドバイザーの選定に当たっては、競争性を確保する必要がありますが、業務の特殊性

から、価格のみで選定するのではなく、プロポーザル方式により、当該事業について専門

性、ＰＦＩ事業のアドバイザリー経験、能力等を総合的に評価し、アドバイザーを選定す

ることが有効です。 

アドバイザーの選定基準として、次の点が考えられます。 
 

・当該事業に関する習熟度（同種類の事業に関するＰＦＩ業務実績の有無） 

・各専門分野の知識・ノウハウ 

・ＰＦＩ関連業務実績 

・当該ＰＦＩ事業に対する中立性 

・業務実施体制（担当者の専従割合、バックアップ体制、協力企業との連携など） 

・当該事業に対する理解度 
 

なお、選定されたアドバイザーは、当該事業に応募、参画しようとする民間事業者のア

ドバイザーになることは利益相反の観点から認められません。また、アドバイザーの関連

企業が当該事業に応募、参画する場合には、秘密保持や公平さに対する信頼性を確保する

ことに留意する必要があります。例えば、県とアドバイザーとの契約において、アドバイ

ザーと関係企業等との間で当該ＰＦＩ事業に関する情報提供・交換等が行われないよう担

保する等の措置をとる必要があります。 

アドバイザーへの業務委託の内容例 

・ 事業の範囲、事業方式、資金調達等事業の枠組みの検討 
・ リスク分析の精査 
・ ＶＦＭの検討、評価 
・ 実施方針の作成、支援 
・ 特定事業の選定書類の作成、支援 
・ ＰＦＩ事業審査委員会の企画・運営支援 
・ 民間事業者の募集・選定に係る書類等の作成支援 

 入札説明書〔募集要項〕、要求水準書、モニタリングの基本計
画、契約書〔条件規定書〕、落札者決定基準〔選定基準〕 等 

・ 質疑への回答作成、支援 
・ 応札者の適格性の評価、応募提案書の評価の支援 
・ 契約条件の整理、契約書案の作成、契約交渉の支援 
・ 広報活動の支援 等 
・ 監視方法（モニタリング）の検討支援 

事業遂行に係る法令上の制限等に係るアドバイス、事業契約書の作

成、契約交渉の支援などのアドバイスを行います。弁護士事務所が行う

のが一般的です。 
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３ ＰＦＩ事業審査委員会の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）設置目的 

ＰＦＩ事業については、国の基本方針において公平性原則、透明性原則がうたわれ、事 

業全体、特に事業者の選定に当たっては、公平性及び透明性の確保が求められています。 

従って、事業全体を通じて、利用者、納税者である県民に対する説明責任が強く求められ 

ることから、民間事業者からの提案の選定等に際して、競争の透明性、公平性を維持し、 

提案に対する客観的な評価を行うために、事業担当課はＰＦＩ事業ごとに、山梨県附属機 

関の設置に関する条例第２条第１項又は第３項に基づき「ＰＦＩ事業審査委員会」を設置 

します。 

 

（２）設置時期 

審査委員会の設置は、当該事業をＰＦＩで実施することを決定した後、すなわち、特定

事業選定後、遅くとも、募集要項の公表の前には、審査委員会を設置し、事業者選定方法

の検討に参画してもらう必要があります。しかしながら、実施方針にも事業者選定方法の

概略を示すことから、実施方針公表前の段階から審査委員会を設置し、外部の意見を聞く

ことが一般的となります。 

 

【国におけるＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン】 

ステップ１．事業の提案 

１ －１ ＰＦＩ事業の検討 

（中略） 

(7) ＰＦＩ事業の検討に当たっては、金融、法務、技術等の専門知識やノウハウを必要とすることから、管理

者等が専門性のある外部のコンサルタント又はアドバイザー（以下「コンサルタント等」という）を活用す

ることも有効である。この際、管理者等が活用するコンサルタント等の関係企業等が当該事業に応募又は参

画する場合には、特に秘密保持及び公正さに対する信頼性の確保に留意する必要がある。この場合、コンサ

ルタント等との契約等において、管理者等が活用するコンサルタント等と関係企業等との間で当該ＰＦＩ事

業に関する一切の情報提供や情報交換等が行われないよう担保する等の措置を採ることが考えられる。 

また、管理者等が活用するコンサルタント等が、当該事業に応募又は参画しようとする民間事業者のコン

サルタント等となることは、利益相反等の観点から適切ではない。 

□民間事業者からの提案の選定等に際して、競争の透明性、公平性を維持し、提案に対する客

観的な評価を行うため、山梨県附属機関の設置に関する条例に基づく附属機関としてＰＦＩ

事業審査委員会を設置する。 

□委員の構成は、民間事業者の提案に対し、様々な専門的見地から判断する必要があることか

ら、技術、経営、法務、金融など学識経験者や、ＰＦＩ事業に関係する分野の専門家を選定

する。 

□地方自治法施行令における総合評価一般競争入札で義務づけられている事項に従い、審査委

員には、必ず２名以上の学識経験者を含むこととする。 

□審査委員会の設置は、特定事業として選定した後までに、できるだけ速やかに行うこととす

る。 



29 

 

（３）委員の構成 

① 民間事業者の提案に対し、様々な専門的見地から判断する必要があることから、技

術、経営、法務、金融などの学識経験者やＰＦＩ事業に関係する分野の専門家を選定

します。 

② 委員の構成はあらかじめ公表した上で、評価の定量化や複数委員による評価を行うな

ど、評価の客観性を確保することが求められます。 

③ なお、審査委員会を構成する委員は、総合評価一般競争入札を実施する場合に意見聴

取が義務づけられている２名以上の学識経験者を兼ねるものとします。（地方自治法

施行令第１６７条の１０の２第４項、地方自治法施行規則第１２条の３第２項） 

④ 審査会のメンバーは、審査会で定める事業者選定基準と合わせて、入札説明書に明示

することを基本とします。 

 

（４）所掌事務 

おおむね次の項目について審査し、意見を述べるものとします。 

 

① 審査基準の検討 

事業者の選定基準となる審査基準を検討する。 

② 事業者からの提案の審査、評価 

入札提案書の内容を審査し、落札者決定基準に基づき、県が要求する業務要求水準

の充足、性能、コスト等について総合的な評価を行う。 

③ 落札者（優先交渉権者）の選定 等 

審査の結果を知事に報告する。 

 

必要に応じて次の項目について意見をもらいます。 
 

① 実施方針 

② 特定事業の選定（ＶＦＭの検証） 

③ 事業者選定方式（契約方式）の検討 

④ 入札説明書（募集要綱）、要求水準書、契約書案（条件規定書案）の検討 

 

（５）審査委員会設置に当たっての留意事項 

審査委員会設置に当たっては、次のことに留意する必要があります。 

① 審査委員会委員の氏名等については事前に募集要項、ホームページ等で公表すること 

② 審査委員会の位置付け及び審査委員会で審査する事項を明確にし、事前に公表するこ

と 

③ 評価の客観性を確保するために、審査基準書の事前公表、審査結果の公表・講評を行

うこと 

④ 審査委員会は審査の結果に責任を持つこと 

⑤ 民間事業者の選定に対する意思決定の最終責任、説明責任は県にあること 
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【国におけるＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン】 

 

４ －１ 民間事業者の募集、評価・選定 

（中略） 

 

（審査方法） 

(13) 民間事業者の選定に当たって、客観的判断能力のある外部のコンサルタント等の活用を図ることも有

効である。また、事業提案の内容審査において有識者等からなる審査委員会を設けて意見を聴くことも一

つの方法である。 

①  外部のコンサルタント等の活用を図ることが有効な場合としては、例えば管理者等が、事業提案につ

き要求水準を満たすか否かの審査を行う際に活用すること等が考えられるが、この場合、上記１－１

(7)に留意する。 

②  また、審査委員会を設ける場合、次の点について留意する。 

ア 審査委員会委員を事前に公表すること。 

イ 審査委員会の位置付け及び審査委員会で審査する事項を明確にし、事前に公表すること。 

ウ 設計等の技術的評価の定量化を図り、各項目について複数の委員による評価を行う等、評価の客観 

性を確保するような措置を講じること。 

エ 審査委員会で審査する事項のうち専門性の高いものについては、当該事項の専門性を踏まえた審査 

委員を選定し、専門分野ごとに審査を行う等、事業の規模等に応じ、当該事項の専門性にふさわし

い 

審査のプロセスを確保すること。 

オ 審査委員会での審査に当たっては、十分な時間的余裕を持って審査できるよう配慮すること。ま

た、 

審査委員会の審査の効率性及び実効性を確保するため、必要に応じ提案の内容の要約版を応募者に提 

示させる等の工夫を行うこと。なお、要約版を応募者に提示させる場合は、その負担に配慮するとと 

もに、その位置付けを明確にすること。 

カ 一般的に、上記に示した民間事業者の選定に係る審査に先立ち、実施方針や特定事業の選定等につ 

いても審査委員会に付議することは、審査委員による当該事業への理解を深め、民間事業者の選定に 

関する審査を適切に行うために有効であると考えられる。 

一方、手続期間の短縮及び事務負担の削減を図る観点から、審査委員会における審議事項を民間事 

業者の選定に関することに絞り込み、開催回数を最小限に留めることも、有効な方策であると考えら 

れる。 

なお、いずれの場合においても、民間事業者の選定に対する意思決定の責任、説明責任は公共施設等の

管理者等にあることに留意する。 
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III ＰＦＩ事業の実施方法について 

１ 実施方針の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施方針とは、ＰＦＩ法に基づく特定事業の選定及び特定事業を実施する民間事業者（以下

「選定事業者」という。）の選定を行うに当たって、「民間資金等の活用による公共施設等の

整備等に関する事業の実施に関する基本方針」（平成３０年１０月２３日閣議決定。以下「基

本方針」という。）、「ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン」（平成２７年１２月

１８日）等に基づき、事業の実施に関する方針や民間事業者の募集・選定方針等を定めるもの

です。 

特定事業の内容や民間事業者の募集・選定方法等を公表し、周知することで事業の公平性や

透明性を確保し、広く民間事業者等から当該事業に対する意見を求めようとすることを目的と

して行われるものであることから、該当事業が設計の段階の前であるなど、できるだけ早い段

階で行うことが必要です。 

ＰＦＩ法に基づくＰＦＩ事業の手続きを進めるに当たっては、必ず実施方針を策定し、それ

を公表することが定められています。実施方針は、公表当初において相当程度の具体的内容を

備えた上で、事業内容の検討の進行に従い、順次詳細化して補完することも可能です。 

実施方針において定める事項については、具体的には次に示すような内容が必要となります。 

  

□実施方針は、予定している事業に対してＰＦＩ手法の導入を予定している旨を県として

意思表示し、民間事業者等から意見を招請することを目的として、作成・公表する。 

□ＰＦＩ等推進事務局は、法第１５条及び施行規則第２条に基づき、実施方針の策定の見

通しを公表する必要がある。 

□実施方針では、民間事業者によるＰＦＩ事業への参入の検討等が行えるように、事業の

内容や民間事業者の募集方針等をできる限り具体的に示す必要がある。 

□その後の手続きを円滑に行うために実施方針の内容については、事前に、総務省及び当

該事業を所管する省庁の確認を得ることが望ましい。 
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＜実施方針において定める必要のある８項目＞ 

記載項目 記載内容 

１ 特定事業の選定に関する事

項 

事業内容に関する事項 

・事業名称 

・事業に供される公共施設等の種類 

・公共施設等の管理者等の名称 

・事業目的 

・事業範囲 

・公共の支払いに関する事項 

・事業方式 

・事業期間 

・事業スケジュール 

・事業期間終了時の措置 

・事業に必要とされる根拠法令等 

・実施方針の変更 

特定事業の選定方法等に関する事項 

・選定方法 

・選定基準・手順                  

２ 民間事業者の募集及び選定

に関する事項 

・事業者選定の方法（公募型プロポーザル方式、総合評価一般競争入札） 

・選定の手順及びスケジュール 

・応募手続き等 

・応募者の備えるべき参加資格要件 

・審査・選定に関する事項 

・審査結果及び評価の公表方法 

・応募に係る提出書類の取扱い 

・特別目的会社の設立等               

３ 民間事業者の責任の明確化

等事業の適正かつ確実な実

施の確保に関する事項 

・予想される責任及びリスクの分類及び官民間での分担 

・民間事業者により提供されるサービス水準 

・選定事業者の責任履行に関する事項 

・県による事業実施状況の監視            

４ 公共施設等の立地並びに規

模及び配置に関する事項 

・施設の立地条件 

・施設の規模等 

・土地の取得等に関する事項             

５ 事業契約等の解釈について

疑義が生じた場合における

措置に関する事項 

・協議、調停、仲裁、裁判 

・裁判管轄の指定 

６ 事業の継続が困難となった

場合における措置に関する

事項 

・事業継続が困難となった場合の対応措置 

・金融機関と県の協議 

７ 法制上及び税制上の措置並

びに財政上及び金融上の支

援に関する事項 

・法制上及び税制上の措置に関する事項 

・財政上及び金融上の支援に関する事項 

・その他の支援に関する事項 

（国、県などから補助金等が得られた場合の措置、民間事業者が、法制

上、税制上並びに財政上及び金融上の支援を得るために協力する場合の方

針） 

８ その他特定事業の実施に関

し必要な事項 

・議会の議決に関する事項 

・情報公開の対象事項及び公開方法 

・入札に伴う費用負担 

・実施方針に関する問い合わせ先 
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（１）事業範囲の明確化 

  

 

 

 

 

 

 

ＰＦＩではその効果を最大限に活かすために、民間に委ねられる業務は全て民間に委ねる

ことが基本となります。 

該当する事業で想定される業務内容（項目）を全て洗い出し、類似事業での外部委託状況

をチェックします。既に外部委託されているものはＰＦＩにおいても民間事業者に委ねるこ

ととし、それ以外の業務項目についても、民間活用のメリット・デメリットを検討した上

で、民間事業者の業務範囲を設定します。 

 

業務範囲の設定に当たっての基準は、次のとおりです。 

① 民間に任せた方が効果的であること 

・従来型の事業方式と比較し、コスト縮減の可能性が見込まれる 

・従来型の事業方式と同じコストであるが、サービス水準の向上が期待できる 

・民間に当該業務の遂行とリスク管理を行うノウハウがある 

 

② 長期包括発注のメリットを活かすこと 

・想定される業務間に共通の“作業”が存在する 

・想定される業務間の連携に改善の余地がある 

 

③ 制約がないこと 

・当該業務をＰＦＩ事業者の業務に含めることにより、事業スケジュールに影響を及ぼす 

ことがない 

・関連法令に抵触しない 

・競争状態を保つ上で十分な数の受け手（業務遂行者）が存在する（*） 

（*）競争状態を保つ上で十分な数の受け手が存在しないと予想される場合の対応としては

次のことが想定されます。 

○まず、当該業務をＰＦＩ事業として民間事業者の業務範囲に含めるか否かを検討す

る必要があります。この検討に当たっては、ＰＦＩ事業に占める業務の割合（金額

や業務量）、他業務との関連性の強弱の視点から行います。 

○当該業務を業務範囲に含める場合には、当該業務を担当する企業が複数の応募者の

協力企業等になることを認める必要があります。 

○当該業務を業務範囲に含めない場合には、県は当該業務の実施者を別途選定しなけ

ればなりませんが、事業全体の価値を高めるために、当該事業者がＰＦＩ事業に積

極的な影響を及ぼすような仕組みや、県、ＰＦＩ事業者、当該業務実施者の３者間

の連携方法などを考える必要があります。 

○いずれにしても、競争性・公平性を確保するために、市場動向を正確に踏まえた高

度な対応が必要となることに留意する必要があります。 

 

□該当事業において想定される業務内容を全て洗い出し、ＰＦＩ事業者に委ねる業務範囲

を設定する。 

□ＰＦＩ事業者の業務範囲の設定に当たっては、類似事業で一般に外部委託がなされてい

る業務内容を基に、民間活用のメリット、デメリットを総合的に評価し、適用範囲を設

定する必要がある。 
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（２）概略スキームの構築 

 

① 事業期間の設定 

契約期間は事業の内容によっても異なりますが、ＰＦＩ法第６８条には「国が選定事業

について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当

該会計年度以降３０箇年度以内とする。」と記されています。ＰＦＩ法は国を対象にして

いることから、地方自治体の場合は３０年以上の契約期間をとることも可能です。 

設定に当たっては、次に例として挙げる要素を考慮した設定が必要となります。必要に

応じて民間事業者へのヒアリングを行い、意見を参考とします。 

 

（ア）建物・設備などのライフサイクルコスト 

ＰＦＩでは、サービスの水準を満たした上で、建物や設備機器の初期投資や維持管

理・運営等に係るライフサイクルコストを最小限に抑えるよう民間事業者に建設・運

営・維持管理といった一連の業務を委ねています。従って、事業期間の設定に当たっ

ては、当該施設や設備などのライフサイクルを考慮する必要があります。 

その際、施設や設備の法定耐用年数が一つの指標となります。例えば、事務所用の

建物（鉄骨鉄筋コンクリート造）は５０年、発電所用の建物（鉄骨鉄筋コンクリート

造）は３８年、パソコンは４年となっています。 

また、同時に、実際の施設・設備の経済的な寿命に基づいて事業期間の設定を検討

することも必要です。住宅用の建物（鉄骨鉄筋コンクリート造）の法定耐用年数は 

４７年ですが、実際の住居として５０年近く経過した建物を使用するには、建物の老

朽化が進み、修繕・更新に係る費用もかさむことが想定されますので、経済的な耐用

年数は、一般的にもっと短いと考えるべきです。 

 

（イ）ファイナンス可能期間 

ＰＦＩにおいては、民間事業者は一般にＳＰＣを設立し、金融機関はそのＳＰＣに

対して融資を行います。ＳＰＣからの返済を受ける金融機関の視点から見ると、ＳＰ

Ｃは当該事業しか行わない会社であるため、ファイナンス可能な期間の設定には、Ｓ

ＰＣに対してサービス対価の支払いを行う公共の信用度と当該事業の社会的重要性が

判断材料の一つとなります。公共の信用度が低い場合、ファイナンス期間は短くなる

ことが想定されますが、仮に高くても、公共として当該事業に対する支払いの位置付

□事業期間は、民間事業者へのサウンディングや庁内担当者との協議を行った上で、事業

の特性等を踏まえ、ＶＦＭが最大化されるように設定する。 

□事業期間中の施設・設備の所有を県とするか、民間とするかなどについて現行の関連法

制度や補助金の有無などから検討し、決定する。 

□県と民間事業者の役割分担やサービスの提供形態など事業のスキームを検討する。民間

の責任によって収益事業等を行う附帯的事業を認めるかどうかなども重要な検討項目と

なる。 

□補助金の導入の如何により、事業スキームやＶＦＭの算定額に影響が出るため、補助金

取扱いについては所管官庁等と協議するとともに、内部で十分検討し、導入が可能な場

合は、その旨実施方針にも記載する。 



35 

 

け(優先度)が低ければ、結果としてファイナンス期間は短く設定されることになりま

す。 

これらを踏まえ、実際にどの程度のファイナンス期間が設定されるのかについて、

必要に応じ金融機関にヒアリングを行い、事業期間設定の参考とします。 

 

（ウ）政策・施策の変化の可能性 

事業計画当初は必要と判断された事業について、その後の社会情勢等の変化に伴

い、政策が変更する可能性が高い事業の場合、長期の事業期間を設定することは、官

民双方にとって多大なリスクとなります。公共は、当該サービスが必要でなくなった

場合でも、事業期間終了時まで支払いを行う、あるいは、早期に事業終了した場合に

は違約金等の支払いが発生する可能性があります。また、民間事業者にとっては、将

来の需要が見込めない、あるいは、需要予測が難しい事業の場合は、将来の契約の打

ち切りという不確定な要素を含むリスクを負うことになります。従って、政策の変化

の可能性を鑑み、事業期間を設定する必要があります。いわゆる、政策・施策のライ

フサイクルと呼ばれるものであり、一般に建物や施設のライフサイクルの視点から望

ましいとされる事業期間よりは短くなることが通常です。 

 

（エ）その他 

県有地の賃貸借条件など、制度上の制約条件等があればそれらを考慮する必要があ

ります。 

 

② 補助金の取扱い 

補助金の導入の如何によって、事業スキームやＶＦＭの算定額に影響を及ぼすことが想

定されます。従って、実施方針の策定段階で、補助金の交付の有無(目処)を検討し、補助

金の活用を行う場合は、所管官庁と協議を行う必要があります。 

また、ＢＯＴ方式、ＢＴＯ方式といった事業方式の違いにより補助対象となるかどうか

が分かれる場合もあります。従って、補助条件等を所管官庁に確認するとともに、補助金

の活用が事業方式やスキームに与える制限、制約を与えるのかを検討する必要がありま

す。 

 

③ 施設・設備の所有方式の決定 

ＰＦＩでは、施設・設備の所有形態から、主にＢＯＴ、ＢＴＯに分類されます。法令や

制度上の制約、事業の特性等を総合的に判断し決定する必要があります。 

次に主な事業方式の概要を記します。 
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事業方式 概要 

ＢＯＴ方式 

Build-Operate- 

Transfer 

 

●ＰＦＩ事業者が自ら資金を調達し、施設を建設（Build）し、一定期間維持管理、

運営（Operate）を行い、資金回収後、施設の所有権を公共に移転（Transfer）す

る方式 

・民間事業者が利用料金収入を直接収受するなど民間事業者の裁量の余地が広いＰ

ＦＩ事業等で採用されている。 

・民間事業者が維持管理・運営期間中に公共施設等の所有権を有しているため、改

修等を含め、維持管理・運営等の自由度が広くなっている。 

●業務範囲に、設計・建設、維持管理・運営等を含め、事業契約を結び、特別目的会

社（ＳＰＣ）が契約主体となることが一般的。 

●対価は維持管理・運営期間に支払うことが一般的。 

ＢＴＯ方式 

Build-Transfer- 

Operate 

●民間事業者が公共施設等を設計・建設（Build）し、施設完成直後に公共側に施設

の所有権を移転（Transfer）し、民間事業者が維持管理・運営等（Operate）を行

う方式。 

 ・サービス購入型のＰＦＩ事業等で広く採用されており、採用されている施設の種

類は多岐にわたる。 

・維持管理・運営期間中の民間事業者の業務範囲は、長期間の契約の対象とするこ

とが適切か等の観点から検討・決定される。 

●業務範囲と契約はＢＯＴ方式と同じ。 

●対価は維持管理・運営期間に支払うことが一般的。 

ＢＯＯ方式 

Build-Own- 

Operate 

●民間事業者が公共施設等を設計・建設し、維持管理・運営等を行い、事業終了時点

で施設等を解体・撤去するなど公共側への施設の所有権移転がない方式。 

 ・維持管理・運営期間を施設の需要期間や耐用年数等に合わせることができるＰＦ

Ｉ事業等で採用されている。 

・損傷や陳腐化等により一定のサイクルで更新すべき施設での活用が考えられる。 

●業務範囲と契約はＢＯＴ方式と同じ。 

●対価は維持管理・運営期間に支払うことが一般的。 

ＲＯ方式 

Rehabilitate- 

Operate 

●既存の公共施設等の所有権を公共側が有したまま、民間事業者が施設を改修し、改

修後に維持管理・運営等を行う方式。 

 ・改修や大規模修繕が必要な既存施設について、改修等及び維持管理・運営を委託

するＰＦＩ事業等において採用されている。 

●業務範囲と契約はＢＯＴ方式と同じ。 

●対価は維持管理・運営期間に支払うことが一般的。 

ＢＴ方式 

Build-Transfer 

●民間事業者が公共施設等を設計・建設し、公共側に施設の所有権を移転する方式。 

・公共施設等の建設後、別の公共施設等とともに一括して、建設を行う民間事業者

以外の者に維持管理・運営等を委託するＰＦＩ事業等において採用されている。 

●業務範囲に、設計・建設を含め、事業契約を結び、特別目的会社（ＳＰＣ）又は民

間企業グループが契約主体となることが一般的。 

●対価は、施設の引渡しまでに支払うことが一般的。 
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④ 収益事業の実施の可否の検討 

ＰＦＩ事業者が、ＰＦＩ事業である公共施設等と、ＰＦＩ事業以外の施設（店舗や貸事

務所等の民間収益施設等）を複合施設として合築しようとする場合、必要があると認めら

れるときは、ＰＦＩ事業者に対し、行政財産である土地を、その用途または目的を妨げな

い限度において、貸し付けることが可能です。ＰＦＩ事業の実施に当たり、民間事業者が

施設の余剰容積を活用して附帯施設を設け、公共施設の用途・目的を損なわない範囲で附

帯的事業を行うことの可否を検討します。 

ＰＦＩ事業の事例では、民間収益事業からの収入により、直接的あるいは間接的に公共

の財政負担が軽減されることを期待して行われていることもありますが、民間収益施設等

は破綻することも想定され、その場合には、破綻による様々な影響がＰＦＩ事業である公

共施設等にも及ぶこととなるので、合築により生ずる効果や影響等を総合的に考慮した上

で、次の点に留意し、必要性を十分検討することが必要です。 

 

○民間収益事業が公共事業部分に与える影響（ＰＦＩ事業者の経営への影響） 

○民間収益事業を義務づける理由の明示 

○余剰容積を有効活用する場合のＰＦＩ事業終了時の処理 

○事業収入の取り扱い 

 

なお、合築で行う場合、会計上はＰＦＩ事業と民間収益施設等は分離しておくことが必

要であり、ＶＦＭの算定に当たっても民間収益施設等を除いた公共施設等のみを想定して

行います。 
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（３）業務要求水準案の作成とリスク分担 

 

 

 

 

ＰＦＩ方式によるメリットは、民間の資金、ノウハウ等を活用することにより、事業のラ

イフサイクルにおける財政負担の軽減と、公共サービスの質の向上を同時に実現できること

にあります。このような効率的かつ質の高い公共サービスの提供を実現するためには、官民

のリスク分担を明確にすることに加え、公共が必要としているサービス内容と水準を従来的

な仕様ではなく、性能で表現することが求められます。 

従来型手法においては、民間への発注は詳細かつ厳密な仕様に基づいて行われています。

例えば、橋梁事業の場合では、設計に基づき利用する資材について、特定の材料、材質等に

ついて、実際の建設工事を請け負う企業とは別の企業である設計コンサルタントの協力を得

て公共が作成した仕様書に詳細に明記していました。そのため建設を行う民間部門には創意

工夫の余地が少なく、ライフサイクルにわたるコストやリスクを考慮するインセンティブも

働きづらい状況がありました。 

これに対しＰＦＩでは、事業者を決定するための入札において、入札者に対して示される

のは、公共部門が必要とするサービスのアウトプット1を定めた業務要求水準書となりま

す。業務要求水準書には、どのような方法によりＰＦＩサービスが提供されるべきであるか

ということについての詳細な規定は記載されません。公共が定めたアウトプットに対し、最

も効率的に“アウトプット”を達成するための方法を提案者自らが検討して提案書に盛り込

むことになります。この手法により、民間事業者は求められたサービスを提供するための手

段を、最大限の柔軟性を持って新しいアイデアや異なった事業アプローチを考案し、事業の

ライフサイクルにおける効率化を図ることが可能となります。 

前述した橋梁事業の場合、ＰＦＩでの業務要求水準書では、「与えられた大きさの車両に

耐えられるだけの強度をもつこと」という表現になります。 

また、併せて後述するモニタリング基準の案についても、要求水準書との対応関係を明確

にし、作成の準備を進めていく必要があります。 

詳しくは、内閣府「ＰＦＩ事業契約との関連における業務要求水準書の基本的考え方」を

参照してください。 

 

 

 

 

 

1 アウトプット：公共サービスの提供において求められている基本的なニーズや公共が民間事業者に対し求める事業の成果や結果を提

示したもの。仕様ではなく、性能で表現することにより、民間事業者の創意工夫を生かすことが可能となる。 

□事業者から提供される「サービスの内容と水準を性能で規定」し、業務要求水準として示

すとともに、県と民間との責任分担・リスク分担等を明確化する。 
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業務要求水準書に盛り込むべき事項の考え方 

業務要求水準書においては、以下の点が明確に示される必要がある。 

① 民間事業者の業務範囲（対象とする領域や時間帯、施設等が明示されている

か。） 

② 管理者等が果たすべき役割（管理者等の業務範囲との区分が明確に示されている

か、あるいは民間事業者が業務要求水準を満たすに当たって管理者等が果たすべ

き役割（事業用地確保やインフラ整備等）などの前提条件が示されているか。） 

③ 民間事業者に求める水準（数値等を用いてできるだけ客観的に示されている

か。） 

④ 水準を求める背景や目的、方針（③の水準を達成する背景となった考え方が示さ

れているか。） 

⑤ 性能規定による業務要求水準に関する管理者等の意図を示すに当たり、参考とな

る仕様 

⑥ 法令や基準等により遵守すべき仕様 

⑦ 確保すべき実施体制や、遵守すべき業務手順等 

上記について、個々の業務単位、施設整備業務やサービス提供業務といったような業

務種別単位、あるいは業務全体に対して、記述される必要がある。 
業務要求水準に記載する項目の例 

 

・基本方針（事業目的、整備目的、全体動線計画、外構計画等） 

・基本要件 

－基本条件 

－適用法令 

－施設規模 

－業務従事者の要件 等 

－工事に伴う条件 

－非常時・緊急時の対応 

・施設の整備業務に関わる要求水準 

－施設全体の整備に関わる基本条件 

－配置計画の基本条件 

－各施設の要求水準 

－設備要求水準 等 

・施設の維持管理に関わる要求水準 

－維持管理業務に関わる基本条件、要求水準の基本的考え方 

－維持管理業務に関わる要求水準 等 

・施設の運営業務に関わる要求水準 

－運営業務に基本条件、要求水準の基本的考え方 

－運営業務に関わる要求水準 等 
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（４）市場調査（サウンディング）の実施 

 

活用すべき民間事業者のノウハウを的確に把握すること、また、民間事業者が提供可能な

業務範囲、受け入れ可能なリスクの範囲や内容を正確に把握すること等を目的として、民間

事業者へのサウンディングを行います。 

サウンディングの結果は事業スキームの構築の参考とし、実施方針の策定にも反映させま

す。従って、サウンディングの実施は実施方針の作成の段階までに行うこととします。 

民間事業者へのサウンディング項目の例は次のとおりです。 

サウンディングに当たっては、サウンディングを行った企業と行っていない企業との公平

性を確保するために、次の点に留意することが求められます。 

 

ヒアリングは非公式なものであり、正式な入札プロセスの一環ではないことを明確にする 

ヒアリング内容に興味を示したか否かは、入札への招聘とは無関係であることを十分説明

する 

広範な意見交換を行うことが可能な１対１のミーティングにより効果的な事業方法に関す

るアイデアを集める 

民間企業が関心を持てるように、その時点で得ている十分な情報を提供する 

情報の機密性を保証する 

実施方針の公表から提案の締め切りまで十分な時間を確保し、民間事業者の検討の時間を

与える 等 

 

  

□特定事業の選定に向けて、所要の情報を得るため市場調査を行うことが考えられる。市

場調査の実施に際しては、当該事業に関する情報が特定の民間事業者のみに流出し、公

正な競争を阻害することがないよう、調査内容、方法に配慮が必要である。 

サウンディング項目の例 

・事業参入への関心度合い 

・リスク負担の許容度 

・予想入札価格の把握 

・創意工夫の余地 

・資金調達の可能性 

・その他、事業への要望事項 等 
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【国におけるＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン】 

 

ステップ２．実施方針の策定及び公表 

２ －２ 実施方針の策定及び公表 

（中略） 

(2) 実施方針には次の事項を具体的に定めることとなっている。 

①  特定事業の選定に関する事項 

②  民間事業者の募集及び選定に関する事項 

③  民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

④  公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

⑤  事業契約等の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

⑥  事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

⑦  法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

２ －３ 実施方針策定に当たっての留意事項 

実施方針の策定に当たっては、下記に留意する。 

(1)  実施方針の策定に当たっては、選定事業における管理者等の関与、リスク及びその分担等についての

考え方をできる限り具体的に明らかにするとともに、民間事業者にとって特定事業への参入のための検

討が容易になるよう、次の事項等について、なるべく具体的に記載する。 

ア  特定事業の事業内容 

イ  民間事業者の選定方法 

ウ  事業スキームを民間事業者の提案に委ねる場合にはその旨 

エ  株式譲渡に関する方針がすでに定まっている場合は、当該方針 

オ  選定事業の実施に当たって必要な許認可等 

カ  選定事業者が行い得る公共施設等の維持管理又は運営の範囲 

キ  適用可能な選定事業者への補助金、融資等 

なお、この際、実施方針は、公表当初において相当程度の具体的内容を備えた上で、当該特定事業の

事業内容の検討の進行に従い順次詳細化して補完してもよい。 

(2)  実施方針の策定や特定事業の選定に当たって、所要の情報を得るため市場調査を実施することが考え

られる。この場合、調査内容・方法によっては、当該ＰＦＩ事業に関する情報が特定の民間事業者のみ

に流出する危惧があるため、市場調査の実施に当たっては配慮が必要である。なお、民間事業者等の意

見等を効率的に反映するためには、実施方針の策定の前に市場調査を行うことが望ましい。 



42 

 

（５）応募者の備えるべき資格要件の設定 

 

 

 

応募者の備えるべき資格要件として、主に次の項目について検討、設定します。 
 

① 応募者の構成等 

一般に、応募者は単独企業、または複数の企業で構成されるグループとし、グループで

申し込む場合には、必ず代表者が応募手続きを行うこととしています。 
 

② 他の応募者との重複の可否 

ＳＰＣの構成員（ＳＰＣに出資を行う企業）、協力会社（ＳＰＣからの業務委託を受け

る企業）等が、他の応募グループのメンバーとなることの可否等について設定します。 
III－１－（１）事業範囲の明確化の頁（Ｐ３２）を参照してください。 

 

③ 応募企業、応募グループの構成員及び協力会社の参加資格要件の設定 

応募企業、応募グループの構成員及び協力会社が当該事業に応募するに当たり有してい

るべき資格要件や応募者の業務実施能力等を明示します。例えば、次の事項が挙げられま

す。 

・応募者は、当該業務に係る関係法令等に基づく資格等を有していること 

・経営状況が健全であること 

・類似業務の実績があること など 
 

④ 参加資格のない者の設定（構成員及び協力企業の制限） 

応募者の構成員や協力企業になることのできないものの要件を明示します。例えば、次

に該当するものは応募者の構成員や協力企業になることができません。 

・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する指名

停止等の措置を受けている者 

・会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）や民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき更生や再生の手続き開始の申立をしている者 

・事業者選定に際して、応募者にとって有利に働く情報を独占的に知りえているＰＦＩ

アドバイザーなどのコンサルタント など 

これらの資格確認基準日は、資格審査申請日とします。 
 

⑤ 特別目的会社（ＳＰＣ）の設立の要否 

応募者に対し、本事業に係る入札の結果、選定事業者に決定された場合、契約締結時ま

でに当該事業を実施するＳＰＣを設立することを義務付けるか否かを検討します。ＰＦＩ

では民間事業者が出資をして、当該ＰＦＩ事業を実施するための特別目的会社（ＳＰＣ：

Special Purpose Company）を設立するのが一般的です。 

当該事業を実施するため、商法に定める株式会社としてＳＰＣを設立することとした場

合には、ＳＰＣへの出資者、株式の譲渡、担保権等の設定等に関する制限、応募者による

事業契約の連帯保証の要否などを明らかにすることが必要です。 

また、ＳＰＣへの出資に対する考え方を検討することも必要です。ＳＰＣの出資者は、

通常、主要な業務を担当する企業で構成されます（応募企業または応募グループの構成員

と呼びます）が、これ以外に業務とは直接関係のない一般投資家が出資者となることも想

定されます。しかし、長期間にわたり事業を安定的に実施するためには、実際にＰＦＩ事

業の業務を行う応募企業や応募グループの構成員に事業の全期間にわたって責任をもって

もらう必要があります。そのため、応募企業やグループの構成員による出資比率を全体の

５０％を超えることを条件付け、これらの企業がＳＰＣの経営権を維持するという考え方

もあります。 

□参加のための資格要件、他の応募者との重複の可否、民間事業者によるＳＰＣ設立の要

否などを参加要件として設定する。 
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＜ＳＰＣ設立の意義＞ 

ア）公共側からの理由 

 ○親会社からの倒産隔離 

 ＳＰＣにおいては、通常、親会社が直接事業を行う場合には、当該企業が倒産

すれば、事業の継続は困難となり、再度入札を実施する等の対応が必要となりま

す。しかし、ＳＰＣの場合は、親会社はスポンサーとして機能する一方で、ある

事業の下請け会社である場合が多いことなどから、新たなスポンサーを探すこと

や親会社が行っていた下請業務について別の企業を探してくること等により事業

を継続することができます。また、通常の企業の場合は複数の事業を持ち様々な

権利義務関係が複雑になっていますが、ＳＰＣの場合は他の事業を行っていない

ことから、権利義務関係は単純化されており、別の企業を探す場合にも交渉が比

較的容易に進むことが考えらます。 

○事業会計の明確化 

 ＳＰＣの行う事業は公共目的の特定の事業に限られることから、会計処理は、

ＰＦＩサービスに係る手数料収入と、事業に必要な費用の支出となり、資金の出

入りが単純化されます。そのため、特殊な会計処理を行う必要性が生じないた

め、検査により企業の経営状況を容易に評価することができます。 

○倒産による公共への責任転嫁の回避 

 第三セクターによる事業では、最悪の事態として、事業の継続が困難になった

場合、公共が最終的な責任を負う事例が多く見受けられました。ＰＦＩの場合、

自己責任の原則で、ＳＰＣ、ＳＰＣの親会社、融資を行った金融機関など、民間

事業者サイドの当該事業関連企業が責任を負うこととなり、民間事業者の事由に

よる倒産によって公共へ責任転嫁されることは回避できます。 

また、最悪の事態として、ＳＰＣによる事業の継続が困難になった場合、①公

共が事業を引き継ぐ方法、②公共が一端事業を引き継いだ後、新たなＳＰＣを探

す方法が考えられますが、ＳＰＣは当該事業のみを行う企業であり、負担となる

余分な事業を伴わないため、いずれの場合でも事業継続が比較的容易であるとい

えます。 

イ）民間事業者からの理由 

 □コンソーシアム２から見たメリット 

 ○コンソーシアム内におけるリスク分担の明確化 

ＳＰＣは本件に関する事業のみを行うことから、既存企業の場合のように他の

事業の影響を受けないためリスクが明確に定義できます。その結果、リスクマネ

ジメント、リスク分担が容易になります。 

○ファイナンスの受け皿 

ひとつの事業で複数の企業が存在する場合、その内の１社のみが資金調達を行

うと、その事業は、資金調達を行った企業が行っている他の事業による影響を受

けてしまうことが考えられます。また、複数の企業がそれぞれ資金調達を行うと
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なると、企業の信用力により金利・融資期間・返済方法などの融資条件が各々異

なるなどの問題が生じます。ＳＰＣは当該事業のみを行う企業ですので、ＳＰＣ

に出資している企業の他の事業に影響を受けることはありません。また、資金調

達の窓口が一本化されることにより、複数の企業によって構成されるＳＰＣにと

っても内部の資金の流れが明朗になります。 

○プロジェクトファイナンス3による資金調達 

事業リスクの明確化、親会社からの倒産隔離などにより、プロジェクトファイ

ナンスによる資金調達を容易にします。 

□親会社から見たメリット 

 ○親会社からの事業リスクの切り離し 

親会社の事業リスク負担を投資分（出資分）に限定することにより、親会社は

事業リスクを限定できます。但し、通常は事業遂行、資金調達に当たり親会社の

サポートは欠かせないことから、リスクの切り離しは一部に限定されます。 

○オフバランス対策 

親会社が自ら事業を実施した場合、これに関する借り入れなど全ての資産負債

を貸借対照表に計上する必要があり、結果的に総資産額が増加し、財務の健全性

を示す自己資本比率等の指標が悪化します。これに対してＳＰＣで事業を行った

場合、出資の状況により、親会社は貸借対照表への計上を投資額分のみに限定す

ることが可能となるため、財務内容の健全性を維持することが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 コンソーシアム：複数の企業等で組織される事業主体のこと 

3 プロジェクトファイナンス：当該事業から生み出される収益を返済原資とし、また当該事業の資産を融資の担保として行

う事業融資方式 
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＜ＳＰＣの構成＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※直接協定（ダイレクトアグリーメント） 

選定事業者による選定事業の実施が困難となった場合などに、管理者等によるＰＦＩ事業契

約の解除権行使を融資金融機関等が一定期間留保することを求め、資金供給している融資金融

機関等による選定事業に対する一定の介入（Step-in）を可能とするための必要事項を規定し

た管理者等と融資金融機関等との間で直接結ばれる協定。要求水準の未達や期限の利益の喪失

（＊）等一定の事項が生じた場合の相互の通知義務や、選定事業者の発行する株式や有する資

産への担保権の設定に対する管理者等の承諾などについて規定される。 

 

＊期限の利益とは、期限が到来するまでは債務の履行を請求されないというように、期限がま

だ到来していないことによって当事者が受ける利益である。期限の利益が債務者に認められ

るのは、債権者が債務者を信用し履行の猶予を与えたのであるから、特約により、債務者に

信頼関係を破壊するような行為があった場合には、債務者に期限の利益を喪失、債権者は期

限の到来を主張し、ただちに履行を請求することができるものと定める場合がある。 

 

 

 

 

 

公共 

特別目的会社 

（ＳＰＣ） 

機器ﾒｰｶｰ 建設会社 設計会社 その他 
施設運営 
会社 

 

維持管理 
会社 

金融機関・出資者 

（ＳＰＣの構成） 

・構成員（出資者：建設会社、維

持管理会社、運営会社等） 

・協力企業（建設会社、維持管理

会社、運営会社等） 

・受託企業（協力企業の下請会

社） 

運営・維持管理業務 建設業務 

下請会社 下請会社 下請会社 

サービス対価の 

支払 

サービス提供（設計 

建設維持管理・運営） 

融資 

返済 

※直接協定（ダイレクト

アグリーメント）の締結 

 

下請会社 下請会社 下請会社 
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＜資金調達の方法＞ 

ＳＰＣはプロジェクトファイナンスにより資金調達するのが一般的です。 

プロジェクトファイナンスの主な特徴としては、事業実施により事業者に入るキャッシュフ

ローを元利払いの原資としていること、資金提供者は元利払いが滞った場合でもその支払いを

出資者に遡及できない（あるいは遡及が制限される）ことが挙げられます。 

プロジェクトファイナンスによる資金調達の仕組みは下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｘ社 
（親会社） 

プロジェクトＣ社 
（ＳＰＣ） 

貸し手 
（金融機関等） 

貸し手の管理する 
銀行口座 

親会社への返済の 
遡及（リユース）不可 

出資 

融資 元利金返済 

運営経費 

配当金 

収入 

元利返済金 
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（６）入札方式 

 

ＰＦＩ法第８条に基づき、ＰＦＩ事業における民間事業者の選定に当たっては、総合評価

一般競争入札によることを原則としますが、制約の少ない条件で広く民間の提案を受け付け

ることが必要な場合には、公募型プロポーザル方式による随意契約で行うことも可能です。

ただし、公募型プロポーザル方式では、一般に、総合評価一般競争入札方式に比べて、透明

性、客観性、公平性が損なわれる可能性があるとされており、十分留意する必要がありま

す。また、当該事業が、平成６年４月１５日にマラケシュで作成された政府調達に関する協

定の対象である場合には、プロポーザル方式は原則として採用できません。 

 

① 総合評価一般競争入札 

事業者の選定においては、価格のみならず、維持管理または運営の水準、ＰＦＩ事業者

とのリスク分担のあり方、技術的能力、企画に関する能力等を総合的に勘案する必要があ

ることから、総合評価一般競争入札の活用を図ることとされてます（「地方公共団体にお

けるＰＦＩ事業について」（平成１２年３月２９日自治事務次官通知（平成１７年１０月

３日一部改正）））。 

総合評価一般競争入札は、競争入札により契約を締結する場合に、予定価格の制限の範

囲内において、価格だけでなくその他の条件（サービスの水準、環境への影響、安全性、

耐用性等）も併せて、最も有利な企画を持って入札に参加したものを落札者とする方法で

す。 

 

② 公募型プロポーザル方式 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項各号に該当する場合は、公募型プロポーザル方

式による随意契約が可能であり、特に事業内容が複雑で提案書の比較が困難と想定される

場合で、提案内容の調整等について交渉が可能なものは、公募型プロポーザル方式による

随意契約の方が向いていると考えられます。ただし、契約に当たっては自治事務次官通知

第５に係る事項に留意が必要です。 

 

  

□ＰＦＩ事業者の選定は、公募方式で行い、一般競争入札によることが原則である。 

□事業者の選定は、価格のみならず、維持管理または運営の水準、ＰＦＩ事業者とのリス

ク分担のあり方、事業実施能力等を総合的に勘案する必要があることから、総合評価一

般競争入札で行う。 
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【国におけるＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン】 

 

４ －１ 民間事業者の募集、評価・選定 

（中略） 

（会計法令の適用を受ける場合） 

(11) 予定価格を定める際は、賃金の上昇や資材価格の高騰などを含む市場における労務及び資材等の最新の実勢

価格を適切に反映させることが必要である。 

(12) 会計法令の適用を受ける契約によって実施される事業については、例えば、以下のような方法が考えられ

る。なお、これら民間事業者の選定等の手続に当たっては、政府調達協定（＊）との整合性の確保が必要であ

る。 

＊「政府調達協定」とは、1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定をいう。 

① 競争性のある随意契約 

①－１基本的な考え方 

ア  管理者等のみでは、事業目的やニーズを満たすことのできる手法や要求水準等を設定することが困難であ

るため、事業スキーム、資金調達スキーム、運営方法等多面的な観点から幅広い提案を求める必要があり、

かつ、会計法第29条の3第4項に規定する随意契約によることができる場合については、企画競争、公募型プ

ロポーザル等いわゆる競争性のある随意契約によることが考えられる。 

イ  競争性のある随意契約の採用については、管理者等が有する公募型プロポーザルや企画競争を採用する際

の基準に準拠し、個別に判断し運用する。 

ウ 競争性のある随意契約を採用する必要が認められない場合、一般競争入札による事業者選定を行うこと。 

エ 以下の点に留意する。 

〇 必要に応じ、多段階選抜による参加者の絞込み、競争的対話方式の活用、専門アドバイザーや外部有

識者委員会の活用、次点応募者との交渉も視野にいれた事業者選定等を行うことが考えられること。 

〇  事業者選定は、中立かつ公正な審査を確保することが必要であること。 

〇  基本方針に従い、客観的な評価基準を設定すること。 

〇  対話が実施される間においては、対話内容は秘匿することを原則とするが、公募時に提示した要求水

準等の変更など、公平性・透明性・競争性の確保の観点から公表の必要があるものについては適切な時

期に公表すること。 

〇  契約締結後、対話参加者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、

原則として対話の内容を公表すること。 

①－２競争的対話方式 

①－２－１基本的な考え方 

ア  要求水準書等の作成（調整）のため、事業スキーム、資金調達スキーム、運営方法等多面的な観点から幅

広い提案を求める必要がある場合、管理者等の判断により、競争的対話方式の活用が考えられる。 

イ  具体的には、①管理者等が応募者と提案内容の確認・交渉を行い、その結果に基づき要求水準書等を作成

（調整）すること、②①の対話終了後、提案書の提出要請を行うこと、③必要に応じ、対話参加者を三者程

度に絞り込むこと、が考えられる。 
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ウ  要求水準書等を作成（調整）するための管理者等と応募者の対話の実施、対話を踏まえた提案書の提

出等については、例えば、以下のとおりのプロセスが考えられる。会計法令の適用がある契約の場合に

おいては、競争性のある随意契約（公募型プロポーザル、企画競争等）によるものであること。また、

予算決算及び会計令第９９条の５の規定に基づき、予定価格を定める必要がある。 

(ア)  実施方針等の公表 

(イ)  実施方針等に関する質問・回答、意見招請 

(ウ)  特定事業の選定 

(エ)  手続開始の公示（募集に係る関係書類の交付、質問・回答（書面））  

(オ)  応募者による参加表明書等の作成・提出 

(カ)  参加資格の確認、対話参加者の選定、招請（必要に応じ、三者程度への絞込み）  

(キ)  要求水準書等の作成（調整）及び提案内容の確認・交渉を行うための対話（複数回実施） 

(ク)  対話終了宣言 

(ケ)  提案書の提出要請 

(コ)  提案内容の詳細の確認、審査、優先交渉権者の選定 

(サ)  提案内容、契約金額の調整 

(シ)  基本協定の締結 

(ス)  事業契約等の締結 

①―２－２ 競争的対話方式に係る留意事項 

競争的対話方式の活用に当たっては、以下の点に留意する。 

ア  特定事業の選定の時点において、定量的な評価のための条件が定まっていない場合は、定性的な評価

や簡便な方法による定量的評価を行い、その後の対話を通じて当該評価を精査することが考えられるこ

と。 

イ  募集要項等の公表の際、民間事業者の円滑な検討に資するため、民間事業者の創意工夫の発揮を図り

つつ、公平性・透明性・競争性の確保に留意し、業務量の目安を公表することが考えられること。 

ウ  対話参加者の提案を受け入れられる要求水準書等の作成（調整）及び提案内容の確認・交渉を行うた

めに、対話を行うものであること。 

エ  必要に応じて提案の詳細の確認を行うことが考えられること。当該結果を踏まえ、管理者等は補足資

料の提出を求めることも考えられる。 

オ  対話参加者の提案を他の参加者の提案の改善に利用することや複数の対話参加者の提案を組み合わせ

ることは不適切であること。 

カ  公平性・透明性・競争性の確保に留意すること。学識経験者やコンサルタント等を活用することも考

えられること。 

キ  対話が実施される間においては、対話内容は秘匿することを原則とするが、公募時に提示した要求水

準等の変更など、公平性・透明性・競争性確保の観点から公表の必要があるものについては適切な時期

に公表すること。 

ク  契約締結後、対話参加者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、

原則として対話の内容を公表すること。 

ケ  「ＰＦＩ事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて」（平成18年11月22日民間資金等

の活用による公共施設等の整備等の促進に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）は、一般競争入札を

前提としていること。 
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②総合評価一般競争入札 

②―１－１基本的な考え方 

民間事業者の選定については、会計法令に基づき、競争性のある随意契約を採用する必要が認められ

ない場合、一般競争入札による事業者選定を行う。一般競争入札においては、民間事業者の有する技術

及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供される

よう、原則として価格及び国民に提供されるサービスの質その他の条件により選定を行うものとする

（いわゆる「総合評価一般競争入札」）。 

②―１－２総合評価一般競争入札に係る留意事項 

ア  一般競争入札において、一般競争参加者の資格要件を設定する場合、調達しようとするサービス

の種類、内容に応じて、資金調達に関する能力、長期間のリスク管理能力やマネジメント能力等の

要件を含め、一般競争参加者の資格要件及び審査基準を適切に設定することが必要である。なお、

予算決算及び会計令第７３条の競争参加資格は、競争を適正かつ合理的に行うために特に必要な限

度において設定されるものであることに留意する必要がある。 

また、意欲のある民間事業者の参加機会を制限しないためにも、資格要件として応募者のＰＦＩ

実績を過度に評価しない工夫も、当面必要と考えられる。 

イ  さらに、上記の資格要件に加え、応募者の負担の軽減も考慮し、民間事業者が提案しようとする

事業計画が、募集する事業に関して一定の性能を有しているかどうかの審査を事前に行うことによ

り、当該事業を適切に実施できる能力を有する民間事業者のみが、より詳細な事業計画等を作成の

上、一般競争入札に参加できるようにすることが適当と考えられる。なお、その資格審査のための

提出資料については必要最小限の内容のものにとどめるものとする。 

なお、応募者がより管理者等のニーズに沿った入札提案を作成できるようにするため、資格審査

における事業計画の概要提案の評価結果を応募者に説明することも考えられる。 

ウ  多段階選抜による参加者の絞込みは可能であるが、最初の選抜は絶対評価による参加資格の確認

であることから、例えば三者を選定すると言った絞込みはできない。 

エ  応募者が資格審査において提出した事業計画の概要について、管理者等の評価結果を踏まえて、

入札提案書の提出に際して当初示した提案の内容を変更する場合も考えられるが、変更は当該資格

審査の公平性が損なわれない範囲に限定されるものでなければならない。 

オ  中立かつ公正な立場で、客観的に提案の審査・評価結果等について適切に審議を行うことができ

る有識者等から構成される委員会を活用することが考えられる。 

カ  契約の相手方となるべき民間事業者の申込みに係る価格で提案内容に適合した履行がされないお

それがある場合は、その実現可能性を確認することが必要である。 

キ  入札後、契約の締結に当たっては、民間事業者が提案できるものとして募集の際にあらかじめ明

示された事項や軽微な事項を除き、落札者の入札価格及び入札説明書等に示した契約内容につい

て、変更できないことに留意する必要がある。なお、競争に付した結果、入札者がいない、落札者

がいない又は落札者が契約を結ばない場合、再び入札を実施するほか、会計法令に従い随意契約に

よることが可能である。 
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②―２対話 

②―２－１基本的な考え方 

ア  管理者等は民間事業者に対してニーズを明確に伝え、民間事業者からニーズにあった提案が提出されるた

めの工夫をすることが求められることから、実施方針の公表以降において、入札又は公募の際の判断材料と

なる事項について、管理者等と民間事業者との意思の疎通を図るための質問・回答等（以下、「対話」とい

う。）を行うことが考えられる。 

イ  入札又は公募の際の判断材料となる事項としては、制度上、入札公告又は公募開始前に公表することとさ

れている実施方針以外に、要求水準書、契約書案、選定基準等が考えられる。これらについても、対話を円

滑に進めるためになるべく入札公告又は公募開始前の段階から公表することが望ましい。なお、これらの事

項の中で、特に対話を行うことが有効であると考えられる個別の項目としては、例えば、リスク分担や、応

募者が想定する施設設計が考えられる。 

ウ  対話を行う場合には、公正性・透明性等を担保するため、実施方針等においてその旨を明記し、文書によ

る質問・回答、説明会の実施等の方法により、応募者全員に対して共通の方法で行うとともに書面により記

録し、その内容を共有することが基本となる。なお、応募者毎に対面で対話を行うことにより、管理者等の

ニーズにかなった提案が得られる可能性が高まる場合も考えられるため、必要に応じて応募者毎に対面によ

る対話を行うことも考えられる。 

②―２－２対話に係る留意事項 

ア  個別の対話を行う場合には、各民間事業者から当該民間事業者の提案に関する情報が提供される可能性が

あるが、民間事業者の提案に係ると考えられる発言内容については、当該民間事業者の了解なしに第三者に

漏洩する、又はほのめかすような行為や、特定の民間事業者に限り提案内容を誘導するような行為を行わな

いよう、特に留意する必要がある。 

イ  個別の対話により、例えば、管理者等が新たなニーズや条件を認識した場合は、その都度、全応募者に通

知することが必要である。なお、公告又は公募において提示された内容を変更する場合には、変更後に会計

法令等において定める公告期間が必要となることに留意する必要がある。 

ウ  上記のほか、対話については、「ＰＦＩ事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて」（平

成18年11月22日民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する関係省庁連絡会議幹事会申合

せ）を踏まえ実施する。 

②―３技術提案制度 

②―３－１基本的な考え方 

ア  要求水準を満たすための有力な方法が複数存在し、高度な技術や優れた工夫を含む幅広い提案がなされる

ことが想定され、管理者等において提案書のみでは提案内容の妥当性や技術的評価、要求水準に達している

か否かの確認が困難と見込まれる場合等の特定事業において、総合評価落札方式により民間事業者を選定す

る場合においては、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に準じて導入された技

術提案制度を活用することが考えられる。 

イ  この場合、応募者から特定事業に関する技術又は工夫についての提案（以下「技術提案」という。）を求

めるとともに、技術提案の内容の一部を改善することでより優れた技術提案となる場合等においては、技術

提案の改善を求め又は改善を提案する機会を与えること（技術対話）や最も優れた提案に基づき予定価格を

作成することにより、民間事業者の高度な技術や優れた工夫を含む幅広い提案を求めることが考えられる。 
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②―３－２技術提案制度に係る留意事項 

技術提案制度を活用した技術対話や予定価格の作成を行う際には、以下の点に留意すること。 

ア  技術対話や最も優れた提案に基づき予定価格を作成することがある旨入札説明書等に明示すること。 

イ  技術対話の実施に先立ち技術提案の審査を行い、あらかじめ各応募者に求める改善事項を整理し、特定の

者だけに改善を求めるなど特定の者のみが有利になることがないようにすること。 

ウ  技術提案を提出した全ての応募者を対象に技術対話を実施するとともに、応募者が他者の応募を認知する

ことがないように留意すること。 

エ  技術提案に関する事項を技術対話の範囲とし、それ以外の項目については対話の対象としないこと。 

オ  他者の技術提案の内容、参加者数等他者に関する情報は一切提示しないものとすること。 

カ  技術提案の内容に要求水準を満たさない事項がある場合は、技術対話において応募者の意図を確認した上

で必要に応じて改善を要請するとともに、改善がなされない場合には当該応募者には競争参加資格がないと

する旨を通知すること。 

キ  最も優れた提案に基づき予定価格を作成する場合、当該技術提案の審査に当たり採用する技術提案の適切

性等について学識経験者の意見を聴取するものとすること。 

ク  予定価格を作成するに当たっては、各応募者から提出された技術提案を部分的に組み合わせるのではな

く、最も優れた提案をした者の技術提案全体を採用すること。 
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③ 総合評価一般競争入札及び公募型プロポーザル方式による随意契約に関する主な手続の

流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落札者決定基準（優先交渉権者選定基準）の策定 

一次審査結果の公表 

二次募集要項の配付 

ＰＦＩ事業契約の締結 

入札公告 

入札説明書の配付 

一次審査（資格審査） 

入札書・二次提案書の受理 

開札 

二次審査（総合評価） 
（提案内容及び価格評価） 

落札者の決定・公表 

契約内容の解釈の確認 

公募 

一次募集要項の配付 

一次審査（事業の基本的 
取組方針、基本方針等） 

二次提案書の受理 

二次審査 
（提案内容及び価格評価） 

優先交渉権者及び第二優先交
渉権者の選定 

契約交渉 

総合評価一般競争入札 公募型プロポーザル方式による随意契約 
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（７）事業者選定スケジュールの策定 

 

実施方針の公表から事業契約書の締結までにいたる事業者選定のスケジュールの概略は、

実施方針で記載しますが、実施方針や入札公告時の民間事業者からの質問の受付、回答に要

する期間、民間事業者の提案作成期間、事業審査に係る期間を十分に確保するようにしま

す。 

                                      期間（例） 

特定事業 

の選定 

ステップ１ 

事業の発案（民間事業者から 

の発案を含む） 

① 事業ニーズと目標の確認 

② 民間発案の受入 

③ 選択肢の検討 

ステップ２ 

実施方針の策定及び公表 

④ プロジェクトチームの組成 

⑤ 実施方針の策定 

ステップ３ 

特定事業の評価・選定、公表 

⑥ 市場調査に基づく事業内容の調整 

⑦ ＶＦＭ(詳細)の算定 

民間事業 

者の募集 

及び選定 

等 

ステップ４ 

民間事業者の募集、評価・ 

選定、公表 

⑧ 入札方針確定 

⑨ １次審査(資格審査） 

⑩ ２次審査(提案審査) 

⑪ 落札者の決定 

ステップ５ 

協定等の締結等 

⑫ 契約交渉 

⑬ 契約基本合意 

⑭ 契約における議会の議決 

⑮ 契約書の締結 

PFI 事業 

の実施 

ステップ６ 

事業の実施、監視等 

⑯ 契約管理とモニタリング 

 

 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 備考 
従来型 基本構想 基本計画 基本設計 

 

実施設計 着工   

標準型 基本計画を公募

書類に添付 

（設計は民間に

委ねる) 

      ・着工時期は

従来型と同じ 

基本設

計提案

型 

基本設計を公募

書類に添付 

（十分に施設設

計を公共で検

討） 

      ・着工時期は

半年遅れる 

・基本設計を

行った設計事

務所等はＳＰ

Ｃへの参画不

可 
ＶＥ提

案型 

 

実施設計を公募

書類に添付。Ｖ

Ｅ提案を受ける 

（設計は公共が

リスクを持つ） 

      ・着工時期は 

1 年遅れる 

・将来の維持

管理、運営に

効率化を求め

る場合適用可

□事業者選定スケジュールの策定に当たっては、民間事業者の提案作成や審査に係る期

間を十分に確保する。 

6 ヶ月程度 

8 ヶ月程度 

4 ヶ月程度 
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能 

PFI 実施方針策定～事業契約締結          着工までの準備期間        着工  

２ 実施方針の公表 

 

（１）実施方針の公表及び説明会の開催 

 

広く民間事業者等からの意見を招請するため、実施方針は、ホームページ、掲示板等に掲

載するとともに、所管部署で必要に応じて配布することとします。 

また、事業に対する民間事業者の参入促進に向け、実施方針に係る説明会及び施設建設予

定地見学会等を開催することを基本とします。説明会では、実施方針の理解を助けるため

に、必要に応じて、実施方針の策定の背景や、事業概要、事業目的等を合わせて説明しま

す。その際、応募者間の公平性を保つために、会場での実施方針の内容に関する質疑応答に

ついては、①質疑応答は行わず、別途、意見の受付とともに、文書で行うこととする、②質

疑応答を行い、その結果をホームページ等で全て公表することとする、のいずれかの方法で

行います。 

 

（２）民間事業者からの質問、意見の招請と回答 

 

① 意見招請 

事業をより効率的、効果的に実施するために、実施方針について民間事業者から意見を

□民間事業者等から意見を幅広く招請するため、県のホームページ、掲示板等で実施方

針を掲載するとともに、所管部署において配布する。 

□実施方針に係る説明会及び施設建設予定地の見学会を開くことを基本とし、事業者の

参入促進を図る。 

□実施方針に対する質問・意見を、民間事業者から幅広く受付ける。質問に対する回答

を行うとともに、受付けた意見は、特定事業の選定作業や、入札説明書類、募集要項

等の内容に反映する。 

【国におけるＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン】 

 

ステップ２．実施方針の策定及び公表 

２ －２ 実施方針の策定及び公表 

(1)  ＰＦＩ事業の検討により、法第７条に基づき特定事業の選定を行おうとする場合には、必ずその前に実

施方針の策定・公表を行わなければならない。選定事業として選定される可能性がどの程度明確になれば

実施方針の策定・公表を行うかということについての定めはないが、公平性及び透明性の確保の観点か

ら、当該事業に関する情報が早くかつ広く周知されるよう、実施方針の策定・公表をなるべく早い段階で

行うことが大切である。また、株式譲渡に関する方針は、実施方針に記載するなど早い段階で示すことが

望ましい。早い段階で実施方針により事業概要を広く公表することは、民間事業者に対する準備期間の提

供、関係住民に対する周知に資することとなる。 
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募るもので、民間事業者から適切な意見を受けられるよう、実施方針の公表から必要な期

間をおいて実施します。民間事業者等から提出のあった意見及び提案等のうち、県が必要

であると判断した場合には、直接ヒアリングを行うことも可能とします。 

 

② 質問受付、回答 

実施方針に記載した事業内容や公募方法について民間事業者の疑問点を解消するための

質問を受付けます。実施方針の公表から質問受付及び締切までの期間は、民間事業者が十

分に検討できるよう配慮しなければなりません。目安としては、 

・実施方針の公表から質問の受付開始まで 約１週間 

・質問受付期間 約２週間～４週間 

・質問回答作成期間 約３週間 

とすることとします。 

一方、実施方針公表前の市場調査や過去のＰＦＩ事業における同種事業の前例を踏まえ

て実施方針を策定することにより、民間事業者が必要とする情報を効率的に提供すること

が可能となった場合には、手続期間の短縮及び事務負担の削減を図る観点から、質問回答

を省略し意見の受け付けのみとすることで差し支えないこととします。 

質問を受付ける場合には、実施方針の内容に関するものに制限し、回答内容をホームペ

ージ等で公表することを基本としますが、応募者の特殊な技術、ノウハウ等に係る質問の

うち、回答を公表することにより、応募者の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害

するおそれがあるものは公表しないよう配慮します。 

 

（３）ＰＦＩ事業スキームの変更及び公表 

 

実施方針の公表後、民間事業者から受け付けた意見やサウンディングの結果を受け、公表

した実施方針の内容について見直しの要否について検討し、事業スキームを決定します。実

施方針の内容を順次詳細化して補完した場合には、変更後の実施方針を遅滞なく公表しま

す。 

民間事業者の参入意欲を高めるため、意見を過大に評価し、その結果、県がリスクを抱え

込み、ＰＦＩを実施するメリットが低減しないように留意する必要があります。 

□実施方針の公表による民間事業者からの意見等を踏まえ、特定事業の選定までに実施

方針の内容（事業内容、リスク分担のあり方等）見直しの要否を検討し、ＰＦＩ事業

スキームを確立させる。 
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【国におけるＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン】 

 

ステップ２．実施方針の策定及び公表 

２ －３ 実施方針策定に当たっての留意事項 

（中略） 

(3)  実施方針の公表後、民間事業者等からの意見を受け付け、必要に応じ特定事業の選定・民間事業者の募

集に反映することが適当である。このため、これらに配慮したスケジュールの設定が必要である。 

また、実施方針の公表後の市場調査、民間事業者等からの提案や意見を踏まえ、特定事業の選定まで

に当該実施方針の内容（事業内容、リスク分担のあり方等）を見直し、実施方針の変更を行うことも考

えられる。  

(4)  一般的に、実施方針の公表後、民間事業者等からの意見を受け付けるほか、質問を受け付けて回答を作

成し、公表することは、民間事業者等との意思の疎通を図る上で有効である。 

一方、実施方針公表前の市場調査や過去のＰＦＩ事業における同種事業の前例を踏まえて実施方針を

策定することにより、民間事業者が必要とする情報を効率的に提供することが可能になる。このような

場合には、手続期間の短縮及び事務負担の削減を図る観点から、質問回答を省略し意見の受け付けのみ

とすることで差し支えないと考えられる。 

(5)  上記(1)の順次詳細化して補完した実施方針及び上記(3)の変更された実施方針については、遅滞なく公

表しなければならない。 

(6)  実施方針の公表時に民間提案に基づくものであることを併せて公表することにより、当該民間提案を行

った者の存在が明らかとなり、結果として当該者に対するインセンティブになる可能性があると考えられ

る。 
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３ 特定事業の評価、選定、公表 

 

（１）詳細な業務要求水準書の検討 

 

ＰＦＩは長期にわたる契約であり、従来の委託仕様書による単年度契約の契約形態とは異

なります。 

業務要求水準書は、公共とＳＰＣでとりかわすサービス内容／水準を規定するものであ

り、公共は、要求水準を満たすサービスの提供を受け、それに対し対価を支払うものです。

提供されるサービスの内容はモニタリングでチェックし、あらかじめ定めた業務要求水準に

達していない場合、減額等の措置を講ずることになります。 

従来の委託仕様書に相当するものはＳＰＣと協力企業の間で取り交わされることになりま

す。 

業務要求水準書の作成に当たっては、モニタリング、審査基準及び提案要請に係る様式を

考慮して作成する必要があります。作成に当たっては必要に応じ、庁内の関係部署のヒアリ

ング等を実施します。 

また、医療、福祉関係の事業など、運営業務の比重が高く、提案内容の幅が広いと予想さ

れる事業については、業務要求水準書を補足する参考資料として、従来型の業務仕様書を作

成することがあります。 

ＰＳＣ及びＰＦＩ事業のＬＣＣ5の算定を行い、ＶＦＭを検証します。ＶＦＭの算定につ

いては、内閣府「ＶＦＭ（Value For Money）に関するガイドライン」を参照してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 ＰＳＣ：“公共自ら実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込み額の現在価値”（内閣府「ＶＦＭに関するガイ

ドライン」H27.12.18改定） 

5 ＰＦＩ事業のＬＣＣ（ライフサイクルコスト）：“ＰＦＩ事業として実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現

在価値” （内閣府「ＶＦＭに関するガイドライン」H27.12.18改定） 

□実施方針公表までの段階で検討してきた業務要求水準書（案）を、特定事業の選定以降大きな変

更がない程度にまで精度を高めることが必要である。 

□業務要求水準書は、県が要求するサービス水準の内容を定めるものであり、この業務要求水準書

を基準として、ＰＳＣ4及びＰＦＩの想定事業費の算定を行い、その差額を用い特定事業の選定

に必要なＶＦＭを検証する。 

□特定事業選定の後には、事業内容やリスク分担等について大幅な変更は認められないものと考え

る必要がある。 

□民間事業者の創意工夫が発揮されるよう、提供されるべきサービスの水準を必要な限度で示す。 

□設備や人員配置などの具体的な仕様の特定は必要最小限にとどめ、サービスの調達方法、手段に

ついては、民間事業者の創意工夫に委ねる。 

山梨県 ＳＰＣ 協力企業 

要求水準に合った 
サービスの遂行 

対価の支払 

業務仕様書 

モニタリングにより水

準をチェック、未達の
場合は減額 
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（２）リスク分担／リスクの定量化 

 

ＰＦＩでは、「リスクを最も的確にかつ効率的に管理することのできる主体がそのリスク

を負担することによって管理コストが最小化できる」という考え方に基づき、事業に伴う

様々なリスクを詳細かつ綿密に洗い出し、官と民がそれぞれのリスク管理能力に応じて最適

な分担を決定します。 

また、事業に内在するリスクを洗い出し、各リスクについて重要度の査定、軽減額・発生

確率等の査定を行い、公共から民間へ移転するリスク金額（リスク調整額）を算出します。

これらはＶＦＭの算定作業の一環として行われます。 

 

① リスク調整金額の考え方 

事業に伴うリスクが事業者負担となっている場合、民間事業者は移転されたリスクにつ

いてそれに見合う管理コストを事業のコストに含めて提案します。このリスクは、県が当

該事業を自ら従来型で実施する場合には県が負担しているものです。 

従って、ＰＳＣとＰＦＩ事業のＬＣＣを比較する場合には、ＰＦＩ事業のＬＣＣは移転

されたリスクの管理コストを含むことから、ＰＳＣについても、移転したリスクを公共が

負担した場合の管理コストを上乗せして計算することが必要です。 

 

＜ＰＳＣによるＶＦＭの検証－ＰＳＣとＰＦＩ予想入札価格の比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□事業を推進するに当たり想定されるリスクを全て洗い出し、リスクを分類する。 

また、各リスクの重要度の査定、軽減策・発生確率等の査定等を行い、リスク調整額

を算出する。 

□リスクの定量化は、関係部局の担当者を含むリスクワークショップを開催して行う。 

 

ＰＳＣ（パブリックセクターコンパラター） 

＝基本コスト＋リスク調整額 

ＰＦＩ入札価格 

移転するリスクの 

公共の管理コスト 

資金調達コスト 

維持管理・運営コスト 

設計・建設コスト 

保留リスク管理コスト 

ＶＦＭ 

（移転されるリスクのＰ
ＦＩ事業者の管理コス

ト） 
 
 
 
 
 
 
 

保留リスク管理コスト 

入札で提供見込みの 
公共の支払総額の 

現在価値 

公共負担額 

リスク調整額 

基本コスト 

ＰＦＩ入札価格 
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② リスクの定量化手順 

一般的には次の手順に従ってリスク分析を行います。リスク分析は非常に広範かつ複雑

な作業であるため、関係部局の担当者、財務アドバイザー、技術アドバイザー等の当該事

業に係る専門家で構成される“リスクワークショップ”を設けて検討することとします。 

リスク定量化の詳細については、内閣府「ＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関するガ

イドライン」や「ＶＦＭ（Value For Money）に関するガイドライン」を参照してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようにして算出されたＰＳＣは、ＰＦＩ手法の採用を決定するために用いるだけでは

なく、入札の最終段階においても、最も優れた入札提案と比較してＶＦＭが本当に達成でき

ていることを確認するためにも用います。そのため、ＰＳＣはプロジェクトの過程が進んで

より詳細な条件が明確になる度に調整を加えて、徐々に完全なものにしていく必要がありま

す。 

なお、リスクの定量化を行うためには、現状ではデータが不足しており、定量化できるリ

スクは限定的であることから、通常の事業を実施していく上で、リスクに係るデータの収集

や蓄積について留意する必要があります。また、定量化できないが、多大なコストをかけず

に民間事業者が管理できるリスクは、業務要求水準書等に記載し、事業に反映します。 

6 P-I 法：リスクの発生する可能性（Probability）とリスクが発生した場合の影響度（Impact）を幾つかの段階に分け、各段階毎に

設定した点数の積を各リスク項目の点数とし、リスクの重要度を査定する方法 

7 現在価値(PV: Present Value)：将来において生ずるキャッシュフローの価値を一定の割引率で割引いた価値(金額)のこと 

①リスクの洗い出しと認定 
業務に伴う全てのリスクの洗い出しを行い、リスクの種類ご

とに分類(細分化)する。必要に応じて、関係部局へのヒアリ

ングを実施し、業務項目毎に詳細なリスクの洗い出しを行

う。 

大まかなリスク影響度と発生確率を想定し、リスクの重要度

を査定する。査定には、P-I 法6等を使用するなどし、リスク

発生を回避もしくは影響を小さくする等の方策（保険の付保

等）も併せて検討する。 

各リスクにつき公共・民間の分担を検討し、リスク分担(案)

を作成する。分担の場合は、分担基準を設定する。 

リスク調整金額には次が挙げられる。 

・リスク金額＝リスク発生確率（%）×リスク影響金額 

・リスク金額＝リスク管理コスト 

・リスク金額＝保険料 

リスクが事業期間中の｢いつ｣発生するかを考慮して、現在価

値（Present Value）7ベースのリスク調整金額を算出し、それ

を基本コストに加えたものが最終的なＰＳＣの金額となる。 

 

④リスクの定量化 

⑤リスク調整金額の算出 

②リスクの重要度の査定と軽減

策の検討 

③リスク配分の検討 
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（３）ＶＦＭの算定 

 

特定事業の選定を判断するＶＦＭ評価は、ＰＦＩ事業化検討会議において一度検証した概

算のＶＦＭを、民間事業者からの意見や市場調査、業務要求水準書により変更、詳細化した

内容等を加味した上で、更に綿密に算定します。 

次の3 ステップを行い、ＶＦＭとして総合的に評価します。 

 

① コスト算出による定量的評価 

従来型手法で行った場合の事業期間全体を通した県の財政支出額（ＰＳＣ：パブリッ

ク･セクター･コンパラター）とＰＦＩ事業として実施する場合の事業期間全体を通した

県の財政負担額の比較を行います。 

 

② リスク評価 

事業者に移転されるリスクを評価し、リスク調整額を算出します。 

 

③ 定性的評価 

ＰＦＩ事業として実施することに関して想定されるコスト要素以外の定性的な評価を

行います。サービスの質の向上、利便性の向上等が期待できる場合には、想定されるそ

の内容を検討します。 

 

算定手順は次のとおりです。ＶＦＭの詳細については、内閣府「ＶＦＭ（Value For 

Money）に関するガイドライン」を参照してください。 

 

＜ＶＦＭの算定方法＞ 

項 目 内 容 

１ ＰＳＣの算定 従来方式により県が直接実施する場合の基本コスト（設計費、建設費、維持管理

費、運営費等）を算定します。 

２ ＰＦＩの想定費

用の算定 

ＰＦＩで実施する場合の県の負担額を算定します。主として市場調査等に基づき推

定しますが、可能な限り対外的に明確な根拠を提示できるデータや手法を用いること

が求められます。 

直接業務を実施するための費用のほか、ＳＰＣ運営に必要な費用等も含めて事業期

間にわたるキャッシュフローモデルを作成し、事業費の総額を算定します。 

３ 民間事業者への

リスク移転調整 

民間事業者に移転されるリスクについてできる限り合理的な方法でリスク金額を算

定し、ＶＦＭに参入します。 

  

５ 総合評価 

 

１から４までの評価を踏まえて、ＰＦＩ手法を導入した場合の定性的評価を加え、

総合的にＶＦＭを評価します。 

 

注）以上の算定手順は、その多くが同時進行で行われます。また、内容に関しては、事業内容等

により異なります。 

□従来型手法で当該事業を行った場合の県の財政支出（ＰＳＣ）と、ＰＦＩで行った場

合の県の財政支出を比較し、ＶＦＭを算出する。 
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 【国におけるＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン】 

 

ステップ３ ． 特定事業の評価・選定、公表 

３ －１ 特定事業の評価・選定 

実施方針を策定、公表した後、法第７条に基づく特定事業の選定を行うかどうかの評価が必要となる。この評価

の結果、実施可能性等を勘案した上で、ＰＦＩ事業として実施することが適切であると認める事業については、特

定事業の選定を行うこととする。 

この評価の考え方は下記のとおりである。（詳細については、「ＶＦＭに関するガイドライン」に示す。） 

 

(1) 選定基準の基本的考え方 

特定事業の選定を行うかどうかの評価においては、ＰＦＩ事業として実施することにより、公共施設等の整備

等が効率的かつ効果的に実施できることが選定の基準となっている。 

具体的には、民間事業者に委ねることにより、 

ア  公共サービスが同一の水準にある場合において事業期間全体を通じた公的財政負担の縮減を期待でき 

ること。 

又は、 

イ  公的財政負担が同一の水準にある場合において公共サービスの水準の向上を期待できること。 

等が選定の基準である。 

 

(2) 公的財政負担の見込額の算定 

公的財政負担の見込額の算定については、次の事項を踏まえて将来の費用と見込まれる公的財政負担の総額を

算出し、これを現在価値に換算して評価する。 

①  財政上の支援に係る支出、民間事業者からの税収その他の収入等が現実に見込まれる場合においてこれら 

を調整する等適切な調整を行うこと。 

②  民間事業者に移転されるリスクをできる限り合理的な方法で勘案すること。 

 

(3) 公共サービスの水準の評価 

公共サービスの水準の評価は、できる限り定量的に行うことが望まれる。ただし、定量化が困難なものを評価

する場合においては、客観性を確保した上で定性的な評価を行う。 

 

(4) ＶＦＭ算定の考え方 

ＶＦＭの算定はＰＳＣとＰＦＩ事業のＬＣＣの比較により行われるが、通常のＰＦＩ手続においては、ＰＳ

Ｃ、ＰＦＩ事業のＬＣＣに関しては、対象事業の設計、建設等の各段階における経費を積み上げ、現在価値化す

ることで算出されている。 

一方、施設整備業務の比重の大きい事業や維持管理・運営業務の内容が定型的な事業については、過去のＰＦ

Ｉ事業におけるＶＦＭの実績等を用いることにより、客観的な評価が可能と考えられることから、ＶＦＭの算定

自体に多大な労力をかけ過ぎることのないよう留意する。 

 

(5) 複数の事業手法の検討結果の活用 

特定事業の選定を行うかどうかの評価については、基本構想、基本計画等の検討の際にＰＦＩを含む複数の事

業手法の検討を併せて行っている場合、当該検討結果を用いて評価することが可能であると考えられる。（１－

１(3)参照） 
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（４）特定事業の選定と公表 

 

特定事業の選定とは、実施方針を策定・公表した事業について、ＶＦＭの算定等により実

施可能性等を勘案した上で、ＰＦＩ事業として実施することを県が決定することです。 

当該事業について、業務の質が担保され、かつ公共サービスの向上が図られることを前提

とした上で、従来型の手法により実施した場合に比べて、ＰＦＩの手法により実施すること

が財政資金の効率的・効果的活用が図られることが見込まれる場合に限り、特定事業として

選定します。         

特定事業の選定を行った場合には、その結果を評価の内容と併せて速やかに公表します。

また、特定事業の選定を行わないこととした場合も、同様に公表します。 

 

① コスト算出による定量的評価（“財政負担の見込額”） 

県が直接実施する場合のコスト（ＰＳＣ）とＰＦＩで実施する場合に県が負担するコ

ストとの比較を行い、それぞれの「財政負担の見込額」を公表します。 

「財政負担の見込額」については、原則として公表することとしますが、当該見込額

を公表することにより、その後の入札等において正当な競争が阻害されるおそれがある

場合等においては、当該見込額に代えて、財政負担の軽減の額または割合の見込みのど

ちらかのみを示すこととします。 

  

□実施方針を公表した事業について、事業実施可能性を検討した上で、県がＰＦＩ事業として実

施すること決定した場合、その内容について公表するために、“特定事業の選定と公表”を行

います。 

□その際、従来型手法とＰＦＩ手法によるものを比較し、公共サービスが同一の水準である場合

において事業期間全体を通じた財政負担の軽減が期待できることや、財政負担が同一の水準に

ある場合において公共サービスの水準の向上が期待できることなどが、選定の基準となる。 

□公表は県のホームページ等において行う。 

特定事業選定時の公表項目例 

 

・事業概要（施設の概要、事業の内容、事業方式、事業期間、支払について） 

・事業の評価 

－コスト算出による定量的評価（算出に当たっての前提条件、定量的評価の結果） 

－ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価 

－総合的評価 
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② ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価 

ＰＦＩ事業として実施する場合の公共サービスの水準について、定性的な評価を行っ

た場合には、その評価の方法を含めて公表します。 

 

  

【国におけるＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン】 

 

ステップ３ ． 特定事業の評価・選定、公表 

３ －２ 選定結果等の公表 

(1) 選定結果等の公表 

①  特定事業の選定を行ったときは、その判断の結果を、評価の内容とあわせ、速やかに公表する。この

際、上記３－１(2)の公的財政負担の見込額については、原則として公表することとするが、当該見込

額を公表することにより、その後の入札等において正当な競争が阻害されるおそれがある場合等におい

ては上記３－１(1)アの公的財政負担の縮減の額又は割合の見込みのみを示すこととしても差し支えな

い。 

②  公共サービスの水準について定性的な評価を行った場合は、その評価の方法と結果を含めて公表す

る。 

③  公表に当たっては、民間事業者の選定その他公共施設等の整備等への影響に配慮しつつ、公表する。 

④  事業の実施可能性等についての客観的な評価の結果等に基づき、特定事業の選定を行わないこととし 

たときも、同様に公表する。 

⑤  公表の時期については、手続期間の短縮及び事務負担の削減を図る観点から、民間事業者の募集開始

時と同時とすることが有効な方策であると考えられる。 

 

(2) 詳細資料の公表 

上記(1)で公表した資料のほか、選定又は不選定に係る評価の結果に関する詳細な資料については、民間事

業者の選定その他公共施設等の整備等の実施への影響に配慮しつつ、適切な時期に適宜公表する。 

 

３ －３ 公的財政負担の見込額の算定及び公共サービスの水準の評価の客観性、透明性の向上 

特定事業の選定において必要となる公的財政負担の見込額の算定及び公共サービスの評価について、管理

者等は、ＰＦＩ事業の経験等を踏まえ漸次その客観性、透明性の向上を図るよう努めていく必要がある。 



65 

 

４ 民間事業者の募集 

 

（１）債務負担行為の設定 

 

ＰＦＩ 事業においては、事業期間全体に係る事業費の総額について、債務負担行為を設

定します。 

① 債務負担行為の設定時期 

総合評価一般競争入札では、他の一般競争入札と同様に、債務負担行為は、入札公告

前までに設定します。プロポーザル方式の場合には、この限りではありません。ＰＦＩ

に関する手続きのスケジュール策定においては、議会の開会時期等に留意する必要があ

ります。 
 

② 債務負担行為の設定額 

債務負担行為の設定の基準となる金額については、ＶＦＭ評価の際に算定したＰＦＩ

事業の事業期間全体に係る事業費総額を基礎として決定します。 

この際の事業費総額は、現在価値に割り引く前の実際の支払予定額によることになる

ので注意が必要です。 

債務負担行為の設定額は、事業者との契約予定金額であり、その内容は、建物等の建

設・取得に関する費用と維持管理・運営に関する費用です。この金額には、物価や金

利、インフレ率など将来の変動によって左右される要素を含んでいるため、これらを考

慮して債務負担行為の設定額を決定する必要があります。予想を超える物価や金利の変

動が生じた場合には、債務負担行為の限度額を変更する必要があり、この場合において

も議会の議決が必要です。 
 

③ 債務負担行為の設定と仮契約との関係 

仮契約の締結は負担行為の一連の事務に該当し、所要の経費を予算計上した後でなけ

れば仮契約を締結することはできないことから、仮契約の締結前に予算措置（債務負担

行為の設定）をする必要があることに留意する必要があります。 
 

④ ＰＦＩ事業における債務負担行為の位置付け 

「地方公共団体におけるＰＦＩ事業について」（平成１２年３月２９日自治事務次官

通知（平成１７年１０月３日一部改正））では、ＰＦＩ事業を行うために設定される債

務負担行為は、“効率的かつ効果的な公共施設等の整備のために設定されるものであ

り、「もっぱら財源調達の手段として設定する債務負担行為に該当するものではな

い」”と示されています。但し、“この場合においても財政の健全性を確保する必要が

あるので、ＰＦＩ事業における債務負担行為に係る支出のうち、施設整備費や用地取得

費に相当するもの等公債費に準ずるものを起債制限比率の計算の対象とする”としてい

□総合評価一般競争入札を行う場合には、入札公告前に予算を確保する必要がある。 

□ＰＦＩにおける契約は、複数年度にわたる契約となるため、長期債務負担行為により

予算を確保する必要がある。 
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ることに留意する必要があります。 

 

（２）入札予定価格の設定 

 

予定価格は、事業期間にわたる総事業費を現在価値に換算する前の額で設定します。この

際に、①ＰＳＣをベースに設定する場合と、②特定事業選定時のＰＦＩのＬＣＣ をベース

に設定する場合の２通りの方法が想定されます。いずれの基準とすべきかについては、国の

ガイドライン等に明示されていないため、個別に判断する必要があります。公共側がＰＦＩ

事業を行う理由としては、財政支出の縮減が大きな目的の１つであることから、ＰＦＩ事業

の予定価格としては、②の基準により行うことが望ましいと考えられます。 

また、ＰＦＩ事業においては、予定価格を公表するケースもあります。事業の性質によっ

ては入札予定価格や事業規模など民間事業者にとって目安となるものを示す必要がある場合

が考えられます。例えば、独立採算性の要素が強い事業については、事業に対して、公共側

がどの程度のサポートを想定しているのかにより、民間事業者の提案内容が大きく変わって

くるため、適切でより良い提案を導くためには予定価格の公表が有効です。一方で、コスト

削減を重視するものについては、民間事業者の自由な競争に任せることが適切です。 

なお、予定価格は総合評価一般競争入札の場合とプロポーザル方式による随意契約の場合

とではその位置付けが異なります。総合評価一般競争入札の場合は、入札予定価格として応

募者に金銭的な制約を課すことになりますが、プロポーザル方式の場合は、事業の金銭的な

想定規模を示すものであり、事業契約の締結に当たり交渉の対象となり得るものです。 

いずれにしても、予定価格は調達の成否を左右する重要な要素であり、次の点に留意して

設定することが必要となります。 
 

① 事業期間にわたって、民間事業者の創意・工夫を十分に引き出すことを想定 

ヒアリング等で民間事業者の意向を確認しながら、予定価格の各要素について慎重に

検討し、無理な予定価格を設定しないこと。極端に低い予定価格は、調達の不成立に限

らず、事業開始後も公共が期待するサービス水準を維持できなくなる確率が高くなりま

す。 
 

② 市場環境の変化、金利変動、物価変動など様々な市場動向に留意 

ＰＦＩ事業は従来の単独企業の参加とは異なり、各企業の取組方針や物価変動、金利

動向など様々な要素が複雑に絡み最終的な応募となります。従って、調達の成否、ある

いは事業の成功には、これら市場の動向についても常に留意し、必要な場合には適切な

措置を講じなければなりません。 

□予定価格の設定は、①ＰＳＣをベースとする場合、②ＰＦＩのＬＣＣをベースとする

場合がある。 

□事業の成立と成功を実現するために、予定価格の設定に当たっては、民間事業者の創

意・工夫を誘引できることと、市場動向に留意することが必要である。 
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（３）民間事業者の募集方法の検討 

 

民間事業者の募集、評価、選定に当たっては、次の点に留意して進める必要があります。 

 

① ＰＦＩの原則である「公平性の原則」にのっとり競争性を担保しつつ、「透明性の原

則」を確保した上で実施すること 

 

② 民間事業者の創意工夫が発揮されるよう、性能発注によること 

提供されるべき公共サービスの水準を必要な限度で示すことを基本に、構造物や建築

物の具体的な仕様の特定は必要最小限にとどめ、サービスの調達方法、手段について

は、民間事業者の創意工夫に委ねます。 

事業によっては、例えば、建築物のデザインのような定性的な評価項目の優劣が民間

事業者の評価選定の大きな要素となる場合には、当該部分のみを事前に公募等により決

定した上で、これを民間事業者を募集する際の仕様として提示することも考えられま

す。 

 

③ 民間事業者の提案準備に要する期間の確保に配慮すること 

民間事業者が性能発注に対応する仕様や創意工夫を含めた長期の事業計画の検討を行

う必要があることなどに配慮します。 

 

④ 応募者の負担を軽減するように配慮すること 

募集内容に係る県の意図が的確に伝わるよう、募集の際に契約書案や入札説明書等に

おいて契約条件の基本的な考え方をできる限り具体的に示すものとします。 

また、一次審査は基本的に資格審査としますが、応募者が多数になることが想定され

る場合、落札の可能性の低い民間事業者の入札準備費用が過大にならないために、二次

審査に進む民間事業者を絞り込むことも検討します。この場合、一次審査の方法を工夫

し、できる限り客観的に評価するよう留意する必要があります。 

□「公平性の原則」にのっとり競争性を担保しつつ「透明性の原則」に基づき手続の透

明性を確保し、かつ、できる限り民間事業者の創意工夫が発揮されるよう募集方法を

決定する。 

□募集に関するスケジュールについては、提案準備期間や契約の締結に要する期間の確

保に配慮する。 

□応募者の負担の軽減のため、応募者が一定の能力を有しているかどうか等の審査を事

前に行い、当該事業を適切に実施できる能力を有すると認められる応募者に対しての

み、提案書の提出を求める、２段階による選定も検討する。 
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【国におけるＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン】 

 

４ －１ 民間事業者の募集、評価・選定 

（基本的な考え方） 

(1) 特定事業の選定に続いて、これを実施する民間事業者の募集、評価・選定を行う。民間事業者の募集、

評価・選定に当たって、別途適用を受けるべき現行法制度がある場合はこれに従うこととなるが、いずれ

の場合においても、次の事項に留意する。 

① 「公平性原則」にのっとり競争性を担保しつつ、「透明性原則」に基づき手続の透明性を確保した上

で実施すること。 

② できる限り民間事業者の創意工夫が発揮されるよう留意すること。このため、民間事業者の有する技

術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供され

るよう、原則として価格及び国民に提供されるサービスの質その他の条件により評価を行うものとする

こと。 

③ 所要の提案準備期間や契約の締結に要する期間の確保に配慮すること。 

④ 応募者の負担を軽減するように配慮すること。 

 

(2) 事業の規模、内容、特性等を総合的に勘案し、公平性・透明性・競争性を確保しつつ、民間の創意工夫

を生かすことができる最適な選定方法・選定プロセスを選択する。この際、市場調査（マーケットサウン

ディング）を実施し、その結果を踏まえることも有益な方法と考えられる。 

 

(3) 上記(1)②の民間事業者の創意工夫の発揮のためには、提供されるべき公共サービスの水準を必要な限度

で示すことを基本とし、構造物、建築物の具体的な仕様の特定については必要最小限にとどめるという、

いわゆる性能発注の考え方を採ることが必要である。また、提供されるべき公共サービス水準を達成する

ためのサービスの調達方法・手段については、応募者の創意工夫が阻害されるような条件を排除し、民間

事業者の創意工夫に委ねることが適当である。 

一方で、ＰＦＩ事業の対象施設は、公共性が高いものであるため、各施設の用途を踏まえ、災害時の管

理者等と民間事業者の役割分担・情報連絡体制等に関すること及び被災者の受入れ等に活用できること

や、事前調整の上で公的行事のために活用できることについて募集の際にあらかじめ明示しておくことが

望ましい。 

なお、発注する性能の具体的要件については、できる限り明確に提示し、応募者が共通の理解を得るよ

うにすることが重要である。 

 

(4)略 

 

(5) 上記(1)③の期間の確保については、民間事業者が応募するに当たって、性能発注に対応する仕様の検

討、創意工夫及び長期の事業期間に対応する事業計画の検討を行う必要があること等、また、契約を締結

するに当たって、選定された民間事業者が提案した事業計画に基づく契約書の作成を行う必要があること

等から配慮が必要である。 

 

(6) 上記(1)④の応募者の負担の軽減については、募集の際に明示する評価項目・評価基準以外のもので評価

しないことを明記すること、当該提案書について必要とする内容を明確にし、必要以上のものを求めない

こと等が有効であると考えられる。 
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(7) 募集内容に関する管理者等の意図が応募者に的確に伝わるように、募集に当たっては、契約書案を添付

すること又は入札説明書若しくは募集要項等において契約条件の基本的な考え方をできる限り具体的に示

すことが必要である。管理者等の判断により、株式譲渡に条件を付す場合は、株式譲渡に関する方針、譲

渡可能な期間又は譲渡を認めない期間、譲渡を認める株式の割合、譲渡先に係る条件等について、入札説

明書又は募集要項等に明記することが必要である。その際には、各事業者の選定事業において果たすべき

役割に応じ、適切な事業実施を図る上で必要最小限の条件を明確にすることが望ましい。また、選定事業

者の事業スキーム自体を民間からの提案に委ねる場合は、その旨を入札説明書又は募集要項等に明記する

ことが必要である。 

また、民間事業者への支払方法や民間事業者に課すペナルティについても同様に事前に示すことが重要

である。一方、当該支払方法やペナルティについて、民間事業者が提案できるものとして募集の際にあら

かじめ明示した上で、民間事業者の選定のための評価項目の対象とすることも考えられる。 

 

(8)略  

 

(9) 契約の締結に至るまでの手続を適切に進めるため、提案書の提出に加えて、資金調達計画及びその実効

性確保のための方法等について報告させることが望ましい。 

 

(10) 応募した民間事業者が選定後ＰＦＩ事業を実施するために新たに法人を設立することが想定される場

合、民間事業者の募集に当たっては、応募した民間事業者が選定後新たな法人を設立して当該ＰＦＩ事業

を実施しても差し支えないこと及び当該民間事業者が、当該法人の設立を含め、当該ＰＦＩ事業を適正か

つ確実に実施する役割を果たすことを条件とすることを募集の際にあらかじめ明示しておくことが必要で

ある。 

これまで、選定事業者は会社法上の株式会社を前提とするケースが多かったが、今後、資金調達の必要

性等から、株式会社以外の法人格を活用した事業スキームを採用する選定事業者が選定事業を実施するこ

とも想定される。その際、以下の点を担保する必要がある。 

①  事業スキームの準拠法及び事業を規定する個別法上事業実施が可能であること。 

②  事業契約等の当事者として、十分な事業実施能力が持続的に担保される事業スキームであること。 
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（４）サービス対価の考え方・モニタリング基準の検討 

 

ＰＦＩでは、公共が当該事業について定期的にモニタリング（業績監視）を行い、事業契

約に定められた業務要求水準が達成されていることを確認した上で、当該事業のサービスの

対価を支払うこととなります。従って、業務要求水準書、モニタリング、サービス対価の支

払いは相互に関連しているものとなります。 
 

① サービス対価の考え方 

事業の内容、事業の特性等を考慮して、「サービス対価」の構成、支払額、支払方

法、減額方法、改定方法等について検討を行います。 

「サービス対価」の考え方は以下のような例があります。 

１）公共サービスの提供に必要な建設工事費と、維持・管理費及び運営費とを不可分の

「サービス対価」とする考え方。 

２）「サービス対価」のうち、選定事業者が負担する各費用項目（建設工事費、支払利

息、維持・管理費及び運営費等）に相当する額をそれぞれ支払うとする考え方。 

サービス対価については、①入札説明書に記載する、②入札説明書の別添資料として

作成する、③事業契約書の中に記載するなどの方法で、支払に対する県の考え方や、算

定方法を事業者に対し明示します。 

なお、「サービス対価」の支払額は、計算式により示されることが多く、この場合、

その詳細はＰＦＩ事業契約書の別紙に記載するなどして相手方に明示します。詳細は、

内閣府「契約に関するガイドライン」及び「モニタリングに関するガイドライン」を参

照してください。 
 

② モニタリング基準 

モニタリングは、ＳＰＣから県に提供されるサービスが、常に事業契約に定められた

要求水準を達成するようにするために、県がＳＰＣの事業実施状況を監視することを目

的として行われるものです。モニタリングの結果、ＳＰＣが提供するサービスが県の要

求する水準に達していないことが確認された場合は、業務改善勧告、業務改善命令、サ

ービス対価の減額等の措置を講じて、あらかじめ定められた水準のサービスが提供され

るよう求めることとなります。 

県がＳＰＣに対して行うモニタリングの基本的な考え方については、ＰＦＩ事業契約

書の一部として位置付けることを想定してモニタリング基準を作成し、可能な限り早い

段階で、例えば、実施方針策定時に、業務要求水準書案やモニタリング基準案として提

示し、質問と回答で広く意見聴取を行い、民間事業者の募集（入札公告）の段階で成案

を提示できるようにすることが望ましいとされています。モニタリングの時期、内容、

実施体制、手順、評価基準等については、事業契約締結後に、相互に協議し、モニタリ

ング実施計画書を策定し、内容を確定するものとなります。 

詳細は、内閣府「モニタリングに関するガイドライン」を参照してください。 

□具体的な支払時期、支払手続きのほか、リスク分担に基づき金利変動や物価変動を考

慮する必要がある場合は、その見直し方法や基準等を検討する。 

□モニタリング手法の詳細を検討し、当該事業にかかる基本的なモニタリング方法の考

え方を基にモニタリング基準を作成する。作成に当たっては、業務要求水準書を基準

として、モニタリングと業績連動支払システムがどのように機能するか、その考え方

を明確に示す必要がある。 
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＜モニタリング項目の例＞ 

業務名 モニタリング項目 

維

持

管

理

業

務 

設備管理業務 各種設備の可動状態の確保 

故障、障害等の復旧状況 

各点検の実施状況 

外構施設保守管理業務 各点検の実施状況 

警備業務 巡回場所、巡回時間、巡回頻度、定位置配置 

犯罪や事故発生時の措置 

植栽管理業務 病害虫の発生の有無 

花卉の管理・手入れ状況 

 

 

（５）審査基準と審査方法の検討 

 

①  審査基準の考え方 

審査基準は、総合評価一般競争入札において、落札者の選定に当たって地方自治法によ

り定めることとされている基準であり、ＰＦＩ事業者の選定に当たって透明性、公正性を

確保するために設定し、公表するものです。 

審査基準は、実施方針、仕様書で示した県が要求するサービス水準や価格、計画の実現

性などの評価項目及びその配点を示し、民間事業者が入札を行うに当たって、どこに力点

を置くべきかを検討する材料となります。 

 

② 加点評価 

実施方針の策定に寄与した民間提案については、寄与した程度を勘案して当該提案を行

った民間事業者に対して加点評価を行うなど適切に評価するものとします。 

 

③ 審査方法 

審査は、応募者の負担の軽減のため、当該事業を適切に実施できる能力を有すると認め

られる応募者に対してのみ提案書の提出を求める、２段階による選定を基本とします。 

 

 

 

□審査は、一次審査(資格審査)と二次審査（提案審査）の２段階による選定を基本とす

る。 

□ＰＦＩ事業者の選定に当たって透明性、公正性を確保するために審査基準を設定し、

「落札者決定基準」として公表する。 

□事業特性に合わせて、除算方式、加点方式のいずれかを採用し、評価項目や配点を設

定する必要があるが、いずれも、審査委員会において明確な基準を設定し、客観的審

査を行う必要がある。 
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（ア）一次審査（資格審査） 

一次審査では、実施方針に記載した参加資格要件（III－１－（４））をもとに入札

説明書で定めた参加資格要件を満たしているか等を確認するための資格審査を行いま

す。例えば、当該事業に必要とされる営業許可、違法行為等の欠格事項などの要件を確

認する他、応募者が一定の能力を有しているかどうかを確認するために、財務状況、類

似事業における実績、資金調達能力等を確認します。 

原則として、一次審査は資格審査とします。応募者が多数になることが想定される場

合、応募者の負担軽減を図るためには事業者の絞り込みを行うことが有効です。この場

合には、一次審査の方法を工夫し、客観的に評価できる審査評価項目を設定することに

より審査を行います。 

 

（提出書類） 

・資格要件を確認するための書類例 

－参加企業の概要（会社概要、会社定款、印鑑証明書、納税証明書、商業登記簿謄

本、貸借対照表及び損益計算書 等） 

－事業に必要とされる営業許可書・登録証明書 

・応募者の能力を確認するための書類 

－応募者のＰＦＩ事業の実績 

－参加企業の当該案件の類似事業の実績 等 

・応募グループの概要を示す書類 

－グループ構成表 

－役割分担表 

－事業実施体制表 等 

・事業内容の理解度を確認するための書類 

－当該案件における事業方針 

－リスク負担に係る基本的考え方 

・資金調達能力を確認するための書類 

－資金調達方法（出資、ローン、債券発行）に関する考え方 

 

＜一次審査の評価項目例＞ 

審査項目 評価の観点 確認する書類 

１ 資格

要件 

必要書類に不足がある 

提示した参加資格要件(営業許可や登録

証明、経営状態の健全性等)を満たして

いない 

虚偽記載がある 等 

会社概要 

会社定款 

印鑑証明書 

納税証明書 

商業登記簿謄本 

貸借対照表 

損益計算書 

事業に必要とされる営業許可書・登録証明書 等 

２ 実施

能力 

長期事業に参画する企業として財務能

力が不足している 

貸借対照表 

損益計算書 
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当該事業を実施する上での技術力が欠

けている 

サービス水準を一定に保つための、品

質管理能力が不足している 

コンソーシアム内での適切な役割分担

ができていない 等 

応募者のＰＦＩ事業の実績 

参加企業の当該案件の類似事業の実績 

応募グループ構成表 

役割分担表 

事業実施体制表 等 

３ 事業

内容の理

解度 

民間事業者の提出する事業方針は、県

の考える方針に沿っていない 

リスク分担に関する考え方が、県の方

針に著しく異なっている 等 

当該案件における事業方針 

リスク負担に係る基本的考え方 等 

４ 資金

調達能力 

 

当該事業への資金調達方法に確実性が

ない 等 

資金調達方法（出資、プロジェクトファイナンス

かコーポレートファイナンスか、優先・劣後等ロ

ーンの組み合せ）に関する考え方 等 

 

（イ）二次審査（提案審査） 

二次審査(提案審査)では、応募者の提案内容について、次の視点から審査を行います。 

・価格（ライフサイクルコスト） 

・サービス水準、品質 

・事業計画（実現性） 

・資金調達（確実性） 

・技術要因（安定性、革新性） 等 

 

数値により定量的に表示することとしますが、定性的に表示せざるを得ないものは、可

能な限り詳細かつ具体的に記載するものとします。 

二次審査では事業計画、資金調達計画、建設・維持管理・運営計画等について提案を求

める他、必要に応じ次のような書類を提出してもらいます。 

 

・施設整備計画に関する書類 

－施設計画に係る図面集（平面図、立面図、断面図、パース、配置図、面積表、施設

規模と概要 等） 

－設計計画(全体コンセプト、個別機能に関するコンセプト、効率化に関する提案 等) 

－建設計画（工程表 等） 

・運営・維持管理に関する書類 

－運営・維持管理業務の実施体制 

－長期修繕計画書 

・資金調達に関する書類 

－長期収支計画表 

－銀行・証券会社・機関投資家・リース会社等の関心表明書8 等 

8 関心表明書（LOI: Letter of Intent）：当該応募者が事業者として選定された場合に、事業に対する融資について当該応募者と

協議を進める準備がある旨を明示した書類。金融機関等が応募者に対して発行する。 
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二次審査(提案審査)の評価項目は、事業により異なりますが、おおむね次のような項目

が考えられます。 

 

＜二次審査（提案審査）の項目の例＞ 

審査項目 評価の観点 

１ 設計 県の運営に対する要求にどの程度応えているか 

現地の地理的条件を十分引き出しているか 

環境や開発計画の問題点を十分考慮したものであるか 

設計上の理念を正しく認識し、設計に反映されているか 

各部屋の隣接関係や連携が十分考慮されているか 

レイアウトの柔軟性はあるか 

県の特殊な要求をどの程度満たしているか 

仕様に示している全てのサービスを満たす設計になっているか 

省エネや環境保護の考え方を反映したものであるか 

提案された設計手法は信頼できるものか 

既に他のプロジェクトで使用され、実現しているものか 

設計内容は用地の困難さを十分に認識した上で作成されているか 等 

２ 建設 提案された工法によって提案された期間内に完工可能か 

建築コストは提案された予算の範囲内に収まるか 

建設会社、保証人は予想される損害を賠償するに十分な財務力があるか 

建設段階におけるプロジェクト管理体制は信頼のおけるものか 等 

３ 運営 提案された運営方法を実施することが可能か 

提案された内容は予算の範囲内で調達することが可能か 

設備更新コストの見積りは十分か 

モニタリング及び支払減額システムは適切か 

アウトプット仕様で規定したサービス水準を保つことができるか 

仕様変更する場合のサービス料の設定方法は妥当か 等 

前提条件が変わることで生まれる利益の官民配分の考え方は妥当か 

運営に従事する人員の資格等の能力は十分か 

県と運営管理会社の連絡体制は十分か 

提案内容は法基準を満たしているか 

ライフサイクルで効率的・効果的な運営手法となっているか 

４ 資金調達 資金は提案された条件で確実に調達することが可能か 

資金調達にかかる感度分析9は適切になされているか 

資金提供者がとらないリスクについて、協力企業、受託企業等がとる用意

があるか。その場合、下請け業者は十分な財務力があるか 

５ リスク分担 適切な官民のリスク配分がなされているか 

リスク軽減策等、リスク管理体制は十分か 
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④ 二次審査(提案審査)の評価方法 

（ア）審査方法 

二次審査（提案審査）は、「基礎審査」と「加点審査」の２つから構成されます。 

一般的に、基礎審査は、提案内容が本業務を安定的に実施するために妥当な内容とな

っているか及び提案内容は確実に実現できるものとなっているかなど、あらかじめ定

めた業務要求水準書の内容を満たしているか否かによって判断します。審査基準を満

たしていない場合は失格となります。 

加点審査は、当該事業で県が特に重視している箇所に関する提案内容の評価や、特

に優れた提案を行っている項目についてなど、二次審査(提案審査)での評価項目に基

づいて審査、点数化するものです。提案内容の優劣のほか、提案内容の具体性・実現

可能性等を考慮して評価し得点を付与するものとします。 

 

（イ）総合評価 

総合評価を行うに当たっての基本的な考え方は次のとおりです。 

・入札価格評価を行いますが、事業者からの提案価格が予定価格以下であれば、二

次審査（提案審査）の対象とすることにします。 

・総合評価値(点)の最も優れた事業者を選定します。 

 

総合評価は、基礎審査、加点審査で付与した評価値について、除算方式、若しくは

加点方式により算定します。 

 

＜除算方式＞ 

除算方式とは、技術、性能など価格以外の評価項目を価格で除することにより算出

し、その得点の高さに応じて決定する方式です。性能評価点が高いほど、価格が低い

ほど総合評価点があがることになります。従って、価格当たりのコストパフォーマン

スを重視した選定が可能となります。但し、この場合、高価格で高内容の提案と、低

価格で低内容の提案の差がつきにくくなる等の特徴があります。 

 

総合評価値(点) ＝ 性能評価点 ÷ 提案価格 

 

 

＜加算方式＞ 

加算方式とは、入札価格と性能評価を点数化し、その合計点を比較する方式です。

価格については、ある価格に対する比をとって点数化する方法も考えられます。加算

方式の場合、当該事業で県が重視する項目に高配点を付すことにより、高内容の提案

をした事業者を選定することが可能となる等の特徴があります。 

 

総合評価値(点) ＝ 性能評価点 ＋ 価格点 

 

 
 

9 感度分析：キャッシュフロー分析を行う際に、前提諸条件を変更させることによって事業や企業の採算性を確認・分析する作

業 
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⑤ 落札者決定基準の取りまとめ 

①～④において検討した審査基準の考え方、審査方法、審査項目、審査の配点等をとり

まとめ、「落札者決定基準」として公表します。落札者決定基準の記載項目例は次のとお

りです。 

 

⑥ 審査における留意点 

・二次審査では定性的な面についての評価も行うため、審査委員会で十分な協議を行うよ

う、審査回数、スケジュールは余裕を持って設定します。 

・二次審査では、その過程で、各応募者によるプレゼンテーションを実施し、提案書にか

かる質疑応答を行い、提案内容についての理解を深める必要があります。 

 

  

落札者決定基準の記載項目の例 

・審査の概要 

落札者決定基準の位置付け、事業者選定方法、審査の流れ、審査の視点 

・一次審査(資格審査) 

競争参加資格（入札参加企業、入札参加グループの参加要件、資格等要件）、

審査項目、評価基準、配点 

・二次審査(提案審査) 

入札価格の評価(開札)、審査の概要、審査項目、評価基準、配点、総合評価の

方法 等 
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⑦ 審査フロー 

＜一次審査(資格審査)＞ 

 

 

＜二次審査(提案審査)＞ 

 
 

 

  

資格審査を実施（*） 

 

入札価格評価、基礎審査、 

加点審査を実施 

 

 

 

 

資格審査 
有資格か？ 

落札者の決定 

欠格 

欠格 

不通過 

不採用 

不採用 

N 

Y 

入札価格評価 

予定価格の範囲か？ 

基礎審査 
業務要求水準に適合？ 

事前審査と適合？ 

加点審査 
基準点以上か？ 

総合評価 

総合評価値(点)が最も優れているか？ 

N 

N 

N 

N 

Y 

Y 

Y 

Y 
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＜参考：二次審査の例＞ 

Ａ～Ｃの３グループから応募があり、基礎点60 点、加点40 点とし、合計した性能 

評価点が100 点満点のケースを想定し、除算方式、加算方式によって計算を行った場合 

のシミュレーションの例は次のとおりです。 

 

＜評価結果＞ 

応募者 基礎点 加点 性能評価点 

(基礎点＋加点) 

価格(億円) 

 

Ａ 60 10 70 60 

Ｂ 60 20 80 80 

Ｃ 60 30 90 85 

 

＜総合評価結果＞ 

①除算方式 

応募者 性能評価点÷提案価格 

Ａ 1.17 

Ｂ 1.00 

Ｃ 1.06 

 

②加算方式 

・価格の点数化 

応募者 価格 価格点 

Ａ 60 60 点 

Ｂ 80 45 点（60 点×60/80） 

Ｃ 85 43 点（60 点×60/85） 

 

・評価結果 

応募者 性能評価点＋価格点 

Ａ 70 + 60 = 130 

Ｂ 80 + 45 = 125 

Ｃ 90 + 43 = 133 

 

 

 

結果： 価格に対する品質の点数が最も高い応募

者Ａが選定されます。応募者Ａの提案は性能評

価点が３社の内、最も低いが、価格も最も低い

ことに留意します。 

価格の最も安い応募者を満点（60 

点）とし、次点以下は満点を100％と

して、１位のサービスの対価の総額

との比率で配点します。 

結果： 総合評価点の最も高い応募者Ｃが選 

定されます 
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【国におけるＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン】 

 

４ －１ 民間事業者の募集、評価・選定 

(中略) 

(4) 性能発注を行うに当たっては、これに応募する民間事業者の創意工夫の結果を適切かつ客観的に評価す

ることが必要である。このため、民間事業者の提案を評価するための客観的な評価基準の設定が必要とな

る。さらに、公共サービスの水準等について、やむを得ず定性的な評価基準を用いる場合でも、評価結果

の数量化により客観性を確保することが必要である。 

このような評価を行う場合には、次の事項に留意する。 

①  原則として価格及び国民に提供されるサービスの質その他の条件により評価を行うものとするが、そ

の場合には、評価項目、評価基準、配点等を募集の際にあらかじめ明示すること。 

②  提供されるべき公共サービスの水準等を示した仕様書に対する追加の提案事項として評価の対象とす

るものについては、募集の際にあらかじめ明示すること。原則として明示されていないものについては

評価をしないこと。 

③  定性的な評価項目についても、できる限り具体的に評価基準を示すこと。 

なお、事業によっては、例えば意匠のような定性的な評価項目の優劣が民間事業者の評価・選定の大

きなウェイトを占めることがある。このような場合において、事業全体を実施する民間事業者の選定が

当該評価項目によって左右されることが適当でないと考えられるときには、当該評価項目に係る部分の

みを事前に公募等によって決定した上で、これを民間事業者の募集の際に仕様として提示し、民間事業

者の募集、評価・選定を行うことも考えられる。 

④  評価に当たっては、応募者間の順位付けにより評価するのではなく、設定された評価基準に従ってそ

れぞれの提案を個別に評価すること。 

(中略) 

（民間提案に対する評価） 

(14) 民間提案が実施方針の策定に寄与した程度について提案内容の先進性等を勘案し、公平性・透明性・競

争性の確保に留意しつつ、当該提案に対し加点評価を行うなど、適切に評価する。原則として、知的財産

に該当するものが評価対象となるが、知的財産に該当しないものについても、個別の事業の内容等に応

じ、事業者選定の公平性・透明性・競争性の確保に留意した上で、評価対象を幅広く判断することも可能

である。 

(15) 実施方針の策定に寄与する提案とは、個別の案件ごとに判断されるべきものであるが、例えば、以下の

ものが考えられる。 

① 従来事業実施が難しいと考えられ、実施されていなかった分野や業務について、ＰＦＩによる事業実

施を可能とするような優れた提案がなされた場合。 

② ＰＦＩ事業の実績がある分野や業務において、より効果的・効率的な事業実施を実現するような優れ

た提案がなされた場合。 

(16) 知的財産として保護対象となるべき情報や提案内容を民間事業者の了解を得て公表した場合について

も、適切に評価する。 

(17) 評価基準を検討する際に有識者に意見聴取を行うなど、適正な評価の確保を図る。 
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（６） 契約書(案)の策定 

 

ＰＦＩ事業の契約では、事業実施に当たって必要となる手続きや基準のほか、官と民の責

任分担などをできる限り詳細に契約書に明記することが求められます。県が定める一般的な

委託契約の条項のほかに、業務要求水準書、リスク分担、モニタリング基準、支払システム

等の内容を反映させた契約書案を作成します。 

 

<契約上の留意事項> 

契約は、事業に係る責任とリスクの分担その他当事者の権利義務を定めるものであり、次

に例示する事項等について具体的かつ明確に取り決める必要があります。 

 

① 当事者の負う債務の詳細及び履行方法等 

・民間事業者により提供されるサービスの内容と質、サービス水準の測定と評価方法、

県が支払うべき金額と算定方法など 

・当事者が契約に違反した場合の事業の修復、債務不履行の治癒、当事者の救済等に係

る措置 

 

② 民間事業者の履行を確保するための県による関与 

・県によるサービス水準の監視、民間事業者からの定期的な実施状況報告及び公認会計

士等の監査を経た財務状況報告など 

・事業に重大な影響を与えるおそれがある事態が生じた場合の民間事業者による県への

報告、専門家などの第三者による調査の実施など 

・その他安全性の確保、環境の保全に対する検査、実施状況の監視など事業の適正かつ

確実な実施の確保に必要な合理的な措置 

 

③ リスク分担等 

・想定されるリスクをできる限り明確化した上で、当該リスクを最も管理できる者がリ

スクを負担する観点から、事業に係るリスクを官民で分担 

・合理的な手段で軽減または除去できるリスクとして措置を講じるものの範囲、内容な

ど 

□業務要求水準書、リスク分担、モニタリング基準、支払システム等を反映させた契約

書案を作成する。 

□作成は、ＰＦＩに経験のある弁護士が行う。 

□ＰＦＩアドバイザーから推薦を受けた弁護士に委託する方法と、ＰＦＩアドバイザー

との契約内容に含めて契約する方法があるが、高度な専門的判断を要するため、いず

れの場合も、弁護士と県とが直接協議を行い、契約書を策定する必要がある。 

（地域企業参画に対する評価等） 

(18) 地域活性化の視点を踏まえ、透明性、公平性及び競争性の確保を前提として、落札時の評価において、

地域内に拠点がある企業の参画の有無又は当該企業への一定金額以上の業務の発注や、地域経済への貢献

について具体的に示していること等を取り入れるといった工夫も想定される。 
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④ 事業が終了する場合の取扱い等 

・事業の終了時期、終了時における資産の取扱いなど 

 

⑤ 事業継続が困難になった場合の措置等 

・事業継続が困難となる事由と当該事由が生じた（生じるおそれがある）場合の責めに

帰すべき事由の有無に応じた当事者のとるべき措置 

・事業破綻時における公共サービスの提供の確保に係る措置 

 

⑥ 融資金融機関等との直接交渉に関する取決め（ダイレクトアグリーメント） 

・事業破綻時における事業及び資産の処理 

・民間事業者の事業破綻等の際の直接交渉に関する取り決め 

 

⑦ 契約の解除条件等 

・契約の解除条件となる事由の要件及び当該事由が生じた場合の当事者のとるべき措置 

 

⑧ 契約の疑義等の解消手続等 

・契約の解釈に係る疑義、契約に規定のない事項について係争が生じた場合の措置及び

手続など 

 

⑨ その他 

・選定事業者が当該事業以外の事業に従事する場合で、当該事業に係る公共サービスの

提供に影響を及ぼすおそれがあるときの影響を回避するために必要な措置など 

 

ＰＦＩ事業契約書の項目としては次の例が挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は、内閣府「契約に関するガイドライン」を参照してください。 

 

  

契約書案記載項目例 
 
・ 民間事業者のサービス内容 
・ 当事者双方の負う債務の詳細及び履行方法等 
・ リスク分担等 
・ 事業の終了時の取扱い 
・ モニタリングに関する事項 
・ 事業継続困難時の措置等 
・ 協定等の解除条件等 
・ 融資金融機関等との間の直接交渉についての取り決め 
・ 第三者による協定事業の継承の要求についての取り決め 
・ 協定等の疑義等の解消手続き等 
・ 上記の全てを支える一般的取り決め 
（表明保証及び誓約、税金、保険、契約上の地位の譲渡、秘 
密保持、紛争解決手続き、準拠法、裁判管轄地等） 等 
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【国におけるＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン】 

 

ステップ５．事業契約等の締結等 

 

ステップ４．で選定された民間事業者と事業契約等を取り決める。 

５ －１ 事業契約等の取決めに当たっての留意事項 

事業契約等の取決めに当たっては、下記に留意する。 

(1) 具体的かつ明確な取決め 

事業契約等は、選定事業に係る責任とリスクの分担その他事業契約等の当事者の権利義務を取り決め 

るものであり、できる限りあいまいさを避け、具体的かつ明確に取り決めること。 

 

(2) 事業契約等の当事者双方の負う債務の詳細及び履行方法等 

事業契約等において、当事者双方の負う債務の詳細及び履行方法等について次の事項を定めること。 

ア  選定事業者により提供されるサービスの内容と質 

イ  選定事業者により提供されるサービス水準の測定と評価方法 

ウ  料金及び算定方法等 

上記に加え、当事者が事業契約等の規定に違反した場合における措置について次の事項を定めること。 

ア  選定事業の修復に必要な適切かつ合理的な措置 

イ  債務不履行の治癒及び当事者の救済措置 

 

(3) 管理者等の民間事業者への関与 

管理者等の民間事業者に対する関与を必要最小限のものにすることに配慮しつつ、適正な公共サービス 

の提供を担保するため、次の事項等を考慮し、事業契約等でこれらについて合意しておくこと。 

ア  管理者等が、選定事業者により提供される公共サービスの水準を監視することができること。 

イ  管理者等が、選定事業者から、定期的に事業契約等の義務履行に係る事業の実施状況報告の提出 

を求めることができること。 

ウ  管理者等が、選定事業者から、公認会計士等による監査を経た財務の状況についての報告書（選定

事業の実施に影響する可能性のある範囲内に限る。）の提出を定期的に求めることができること。 

エ  選定事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある事態が発生したときには、管理者等は選定事 

業者に対し報告を求めることができること。また、第三者である専門家による調査の実施とその調査

報告書の提出を求めることができること。 

オ  公共サービスの適正かつ確実な提供を確保するため、必要かつ合理的な措置と、管理者等の救済の 

ための手段を規定すること。 

カ  管理者等による選定事業に対する、上記の各事項の関与（事業契約等の規定に基づくことが必要） 

以外の関与は、安全性の確保、環境の保全に対する検査・モニタリング等、選定事業の適正かつ確実

な実施の確保に必要とされる合理的な範囲に限定すること。 

 

(4) リスク分担等 

事業契約等において、リスク分担等について次の事項を定めること。（詳細については「ＰＦＩ事業に 

おけるリスク分担等に関するガイドライン」に示す。）  

ア  選定事業のリスク分担（想定されるリスクをできる限り明確化した上でリスクを最もよく管理するこ

とができる者が当該リスクを分担するとの考え方に基づいて取り決めること。）  

イ  経済的に合理的な手段で軽減又は除去できるリスクとして措置を講ずるものの範囲及びその内容 

なお、従来のＰＦＩによらない公共施設等の整備等に関する事業と同様、リスクが顕在化し、国におい 

て当初予算措置により負担した債務を超える債務の負担が必要となったときは、当該債務の負担につい 

て、新たな予算措置が必要となることに留意すること。 
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(5) 選定事業の終了時の取扱い等 

事業契約等において、 

ア  選定事業の終了時期を明確に定めること。 

イ  事業終了時における土地等の明渡し等、当該事業に係る資産の取扱いについて経済的合理性を勘 

案の上できる限り具体的かつ明確に定めること。 

 

(6) 事業継続困難時の措置等 

事業契約等において、事業継続困難時の措置等について次の事項を定めること。 

ア  事業継続が困難となる事由（できる限り具体的に列挙すること。）  

イ  事業継続が困難となる事由が発生した場合又は発生するおそれが強いと認められる場合において 

事業契約等の当事者のとるべき措置（その責めに帰すべき事由の有無に応じて具体的かつ明確に規定 

すること 。） 

ウ  事業修復の可能性があり、事業を継続することが合理的である場合における事業修復に必要な措置 

（その責めに帰すべき事由の有無に応じて具体的かつ明確に規定すること。）  

エ  事業破綻時における公共サービスの提供の確保について、当該事業の態様に応じて、的確な措置（上 

記(5)に規定する当該事業に係る資産の取扱いを含む。）を講ずること。 

 

(7) 事業契約等の解除条件等 

事業契約等において、事業契約等の解除条件となる事由について、その要件及び当該事由が発生したとき

に事業契約等の当事者のとるべき措置（上記(5)、(6)に留意の上具体的かつ明確に規定すること。）を定め

ること。 

 

(8) 資金調達への影響への留意 

上記(4)～(7)に規定する事業契約等の当事者の対応が、選定事業における資金調達の金額、期間、コスト

その他の条件に大きな影響を与えることに留意し、適切かつ明確な内容とすることに留意すること。 

 

(9) 融資金融機関等との間の直接交渉についての取決め 

当該選定事業が破綻した場合、管理者等と融資金融機関等との間で、事業及び資産の処理に関し直接交渉

することが適切であると判断されるときは、融資金融機関等の債権保全等その権利の保護に配慮しつつ、あ

らかじめ、当該選定事業の態様に応じて適切な取決めを行うこと。 

 

(10) 第三者による選定事業の継承の要求についての取決め 

選定事業者の責任により組成される金融の仕組みによって、選定事業者の破綻に伴い、金融機関等第三者

が選定事業の継承を要求し得る場合には、公共性、公平性の観点に基づき、継続的な公共サービスの提供を

確保するために合理的である限りにおいて、あらかじめ、事業契約等において適切な取決めを行うこと。 

 

(11) 事業契約等の疑義等の解消手続き等 

事業契約等若しくはその規定の解釈について疑義が生じた場合又は事業契約等に規定のない事項に関し係

争が生じた場合に、これらを解消するための手続その他の措置については、当該選定事業の態様に応じ、あ

らかじめ、具体的かつ明確に規定すること。 
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（７） 入札説明書の作成と公表 

 

① 入札説明書の作成 

入札説明書は、これまでに検討した事業の概要、民間事業者の選定方法、提案書の審査

方法、契約の考え方、入札の手続きに関する事項を取りまとめ、記載します。 

記載項目の例としては次のものが挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 入札説明書の公表 

(ア)入札公告 

入札説明書の策定後、県公報で公告するとともに、次の書類をホームページ等で公表

します。 

・入札説明書 

・業務要求水準書（＋モニタリング基準） 

・落札者決定基準(*) 

・基本協定書(案) 

・事業契約書(案) 

 

(*)地方自治法施行令第167条の10の2第5項では、総合評価一般競争入札を行う場合には、通常の一

般競争入札において公告対象となっている事項のほか、総合評価一般競争入札による旨及び落札

者決定基準も併せて公告を行うことと規定しています。 

 

 

□事業者の応募、選定、サービスの対価に係る支払い、モニタリング等、これまでに検

討した内容を入札説明書としてとりまとめる。 

□入札説明書は、実施方針に対する意見等も反映し作成する。 

□入札説明書の公表は、業務要求水準書、落札者決定基準、事業契約書（案）等の資料

と合わせて行う。 

入札説明書の記載項目の例 

 

・ 当該事業の基本的な考え方 

・ 当該事業のスケジュール 

・ 応募の条件等 

・ アウトプット仕様書概要 

・ 民間事業者の事業範囲 

・ リスク分担案 

・ 主要契約条件（支払方法等） 

・ 審査体制・方法、選定基準 

・ 民間事業者が提出する事前資格審査用書類一式の内容 等 
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(イ)質問の受付及び回答 

公告した内容に対する疑問点を解消するために、民間事業者からの質問を受け付け、

質問に対してホームページ等を通じて回答することとします。 

質問・回答の機会は、県と民間事業者の間で考え方の齟齬をきたさないように、複数

回設置することが適当です。 

質問・回答に当たっては、民間事業者が十分な検討が行えるよう入札公告から質問受

付及び質問提出期限までの期間を十分に確保すること、質問に対し十分な検討ができる

よう質問回答までの期間についても十分に確保することが必要であり、少なくともそれ

ぞれ２週間以上確保するものとします。また、質問の回答に当たっては、民間事業者の

応募の検討、提案書の作成のスケジュールを勘案して、適切な時期に回答する必要があ

ります。 

なお、質問・回答は公平性、透明性を確保するため、全て書面で行い、その内容は民

間事業者独自の技術、ノウハウ等に係るものを除き、全ての民間事業者に公表すること

が求められます。 

 

 

  

【国におけるＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン】 

 

４ －１ 民間事業者の募集、評価・選定 

(中略) 

(8) 民間事業者には質問の機会を与えるとともに、質問に対する回答については、結論のみならず、管理

者等の意図が的確に伝わるようにそれに至った理由等の提示を行うことが望ましい。また、公平性を確

保するため、質問に対する回答は他の応募者にも公表することが適切である。ただし、応募者の特殊な

技術、ノウハウ等に係る質問・回答のような、公表することにより、応募者の権利、競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあるものは公表しないといった配慮が必要である。 

また、管理者等と応募者の間で考え方の齟齬を来さないように、可能な限り複数回、質問・回答の機

会を設けることが望ましい。 

なお、質問に対しては十分検討した上で回答する必要があるが、民間事業者が応募に当たって必要と

する回答については、民間事業者の応募の検討に間に合うように回答する必要がある。 
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５ 民間事業者の決定 

 

（１）一次審査（資格審査）通過者の選定、通知 

 

参加表明書及び資格審査書類を民間事業者から受け付け、ＰＦＩ事業審査委員会において

資格審査通過者を選定します。参加表明書の提出方法、時期、資格審査に必要な書類等の詳

細、資格審査基準等については、入札説明書等により提示します。 

資格審査通過者の選定結果を資格審査書類提出者に通知するとともに、ホームページ等を

通じて、選定理由等と併せて公表します。 

 

（２）二次審査（提案審査）と事業者の選定 

 

資格審査通過者に対し、入札説明書等に基づき本事業に関する事業計画の提案内容を記載

した提案書の提出を求めます。提案書の審査に当たって、県が必要であると判断した場合

は、応募者に対して個別にヒアリングを行います。 

応募者からの提案については、策定した落札者決定基準に基づき、ＰＦＩ事業審査委員会

で評価を行い、県は審査結果をもとに落札者を決定します。 

審査委員会において、落札者等を選定するまでの間に、応募企業又は応募グループの構成

員が応募者の参加要件を喪失した場合には選定しないこととします。 

 

（３）選定結果の公表 

 

① 民間事業者の選定を行った場合 

民間事業者の選定を行ったときは当該事業者に通知するとともに、結果を速やかに公表

します。その際、応募者から提出された資料の著作権は、応募者に帰属するものとし、ま

た、契約に至らなかった応募者から提出された資料については、本事業の講評以外には応

募者に無断で使用しないこととします。県においては、審査結果公表後、必要部数を除

き、提出された提案書は、応募者に返却するものとします。 

 

□ＰＦＩ事業選定審査委員会において資格審査通過者を選定し、その結果を公表する。 

□公表した落札者決定基準に基づいて、総合評価一般競争入札の場合は落札者を決定し、公募

型プロポーザル方式の場合は第一優先交渉権者及び第二優先交渉権者を選定する。 

□審査委員会の評価結果に基づき、県は、落札者あるいは優先交渉権者を決定し、公表する。 

□公表に際して、審査の経緯等を合わせて公表するとともに、落選した応募者からの要望があっ

た場合には、落選理由を説明する。 

□落札者決定後、民間事業者から提出された提案書は、必要部数を除き、提案者に返却する。 
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（ア）審査の経過、審査方法、選定した民間事業者の公表 

公表に当たっては、評価基準及び選定方法に応じた選定過程の透明性を確保するた

め、審査の経過、審査方法、審査委員会の構成、選定した事業者などについて公表し

ます。ただし、公表することにより民間事業者の権利、競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれのある事項を除きます。 

 

（イ）財政負担の縮減の見込額等の公表 

民間事業者の選定後、選定事業者の事業計画に基づく財政負担の軽減の見込額等に

ついても公表するものとします。 

 

なお、総合評価一般競争入札を採用した場合は、原則として、入札価格及び入札説明書

に示した契約内容は変更できませんが、募集の際に明示した事項や、競争性、公平性を妨

げないと判断される場合のみ変更ができます。 

 

② 民間事業者の選定をせず、特定事業の選定を取り消す場合 

民間事業者の選定において、開札の結果、いずれの提案からも財政負担の軽減が見込め

ない、あらかじめ審査基準書で定めた要件を満たす事業者がいない等の理由により、ＰＦ

Ｉ事業として実施することが適当でないと判断した場合には、民間事業者を選定せず、特

定事業の選定を取り消す必要があります。 

なお、民間事業者の募集に当たっては、そのような場合があり得ることを募集の際にあ

らかじめ明示しておくことが重要です。 

特定事業の選定を取り消した場合には、判断の透明性を確保するため、その理由を所要

の資料と併せて速やかに公表します。ただし、公表することにより民間事業者の権利、競

争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある事項を除きます。 

取り消した特定事業について、再入札を行う場合、①再入札を行う事業の内容に、当

初公表した実施方針に含まれていない事項がある場合は、実施方針の公表から行う、②再

入札を行う事業の内容が、当初公表した実施方針の内容と比較し、軽微な変更である場合

は特定事業の選定の段階から行うこととします。 

 

【国におけるＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン】 

 

４ ―２ 民間事業者の選定結果の公表 

(1) 民間事業者の選定を行ったときは、その結果を速やかに公表する。 

(2) 公表に当たっては、評価の結果、評価基準及び選定の方法に応じた選定過程の透明性を確保するために

必要な資料をあわせて公表する。ただし、公表することにより、民間事業者の権利、競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれのある事項を除く。 

(3) 選定されなかった応募者に対し非選定理由の説明機会を設けることは、ＰＦＩの適切な推進の観点から

も必要である。 

(4) 選定事業者の事業計画に基づく公的財政負担の縮減等の公表 

当該事業に関する透明性の確保等のため、民間事業者の選定後、選定事業者の事業計画に基づく公的財

政負担の縮減の見込額等についても公表することが適当であるが、その公表方法は、通常の入札結果等の

公表と同様の手続で差し支えない。 
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６ 契約交渉 

 

 

落札者（公募型プロポーザル方式の場合は優先交渉権者）が決定した段階で、契約書の詳細

を決定します。ここでは、民間事業者からの提案の詳細が入札説明書で示した業務要求水準書

に定めるサービスの内容に合致しているかを確認し、交渉します。 

総合評価一般競争入札を採用した場合は、原則として、入札価格及び入札説明書に示した契

約内容は変更できませんが、募集の際に明示した事項や、競争性、公平性を妨げないと判断さ

れる場合のみ変更ができます。また、落札者が契約を締結しないとき、落札金額の範囲内での

み、次順位以降の事業者と随意契約することができます（地方自治法施行令第１６７条の

２）。          ただし、ＰＦＩでは、提案と価格が密接に関係していること、またコンソー

シアムで応募されることもあり、この方法を取ることは一般に容易ではありません。 

一方、随意契約である公募型プロポーザル方式の場合は、優先交渉権者と事業内容や契約条

件を交渉で詰めた後、契約を締結します。優先交渉権者との契約交渉が不調となった場合は、

第二優先交渉権者との交渉を行います。 

□落札者（優先交渉権者）の提案内容と、入札説明書で示した業務要求水準書に定めるサ

ービス内容との整合性等に関する交渉を行う。 

□公募型プロポーザル方式による随意契約の場合には、条件の変更を伴う交渉が可能であ

るが、総合評価一般競争入札による場合には、入札公告の際にあらかじめ明示した事項

は、軽微な事項を除き、入札条件の変更に該当するような契約内容の変更はできないこ

とに留意する必要がある。 

□公募型プロポーザル方式による随意契約の場合、優先交渉権者との契約が不調となった

ときには、引き続き第二交渉権者と交渉を開始する。 

【国におけるＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン】 

 

４ －１ 民間事業者の募集、評価・選定 

（会計法令の適用を受ける場合） 

(11) 予定価格を定める際は、賃金の上昇や資材価格の高騰などを含む市場における労務及び資材等の最

新の実勢価格を適切に反映させることが必要である。 

 

(12) 会計法令の適用を受ける契約によって実施される事業については、例えば、以下のような方法が考

えられる。なお、これら民間事業者の選定等の手続に当たっては、政府調達協定（＊）との整合性の

確保が必要である。 

＊「政府調達協定」とは、1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定をいう。 

(中略) 

②―１－２総合評価一般競争入札に係る留意事項 

キ  入札後、契約の締結に当たっては、民間事業者が提案できるものとして募集の際にあらかじめ明示

された事項や軽微な事項を除き、落札者の入札価格及び入札説明書等に示した契約内容について、変

更できないことに留意する必要がある。なお、競争に付した結果、入札者がいない、落札者がいない

又は落札者が契約を結ばない場合、再び入札を実施するほか、会計法令に従い随意契約によることが

可能である。 
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７ 契約締結 

 

（１）仮契約の締結、議会の議決 

 

ＰＦＩ法第１２条及び同法施行令の規定により、県においては、ＰＦＩ契約の予定価格の

金額のうち維持管理、運営等に要する金額を除いた施設等の買い入れまたは借入れの金額が

５億円以上となるＰＦＩ契約については、選定された事業者との契約の前に、ＰＦＩ事業契

約の締結議案を議会に提出し、あらかじめ議決を経なければなりません。 

従って、議会の議決を要する契約の場合は、選定事業者との契約の前に仮契約を締結し、

ＰＦＩ事業契約の締結議案を議会に提出し、その議決を経て、本契約を締結することとなり

ます。 

 

（２）契約の締結 

議会の議決を経た後、民間事業者と契約を締結します。原則として、締結した契約はホー

ムページ等で公表することとします。ただし、公表することにより民間事業者の権利、競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれのある事項については、あらかじめ民間事業者と

合意の上、これを除いて公表します。 

 

 

 

 

 

□契約交渉により選定事業者との間で契約内容が合意され、最終的な契約書案が策定さ

れた後、仮契約を締結する。 

□ＰＦＩ事業における契約金額のうち、維持管理、運営等に関する金額を除いた施設等

の買入れまたは借入れに要する経費が５億円以上となる事業については、選定事業者

との契約の前に仮契約を締結し、ＰＦＩ事業契約の締結議案を議会に提出し、その議

決を得る必要がある。 

□民間事業者と契約を締結し、原則として、締結した契約を公表する。 

○公表する事項（法第１５条第３項及び第２２条第２項、施行規則第４

条） 

・公共施設等の名称及び立地 

・選定事業者の商号又は名称 

・公共施設等の整備等の内容 

・契約期間 

・契約金額（契約金額が存在しない場合を除く。） 

・契約終了時の措置に関する事項 

・事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 
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【国におけるＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン】 

 

５ ―２ 事業契約等の公開 

管理者等は法第１５条第３項及び第２２条第２項に規定するもののほか、公開することにより、民間事業

者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある事項を除き事業契約等の内容を公表する。 

なお、上記５－１(9)の管理者等と金融機関との取り決めについても、同様に公開することが望ましい。 

 

５ ―３ 選定事業者が第三セクターである場合の特段の配慮 

選定事業者が第三セクター（国又は地方公共団体の出資又は拠出に係る法人。当該法人の出資又は拠出に

係る法人を含む）である場合、管理者等は具体的かつ明確な責任分担の内容を、選定事業者その他の利害関

係者に対し明らかにし、透明性を保持するよう特段の配慮をする。 

 

５ ―４ 選定事業者が、当該選定事業以外の事業等に従事する場合の措置、又は、新設法人である場合にお

ける別途合意 

(1) 選定事業者が、当該選定事業以外の他の事業等に従事する場合に、かかる他の事業等に伴うリスクによ

り当該選定事業に係る公共サービスの提供に影響を及ぼすおそれがあるときは、この影響を避けるため又

は最小限にするため、事業契約等に必要な規定を設ける等、適切な措置を講ずる。 

(2) 選定事業者が、選定事業を実施するために新たに法人を設立して事業を実施する場合で、選定事業の実

施に係る懸念を解消する必要があるときは、管理者等は、新たに設立された法人の出資者との間で、選定

事業の適正かつ確実な実施を担保するために必要な措置を、経済合理性を勘案の上、別途合意しておくこ

ととする。 
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８ 事業開始 

 

（１）実施状況の監視（モニタリング） 

 

県は、ＳＰＣが、事業契約に定めた業務を確実に遂行し、業務要求水準書に規定した要求

水準を達成しているか否かを確認するため、事業の実施状況についてモニタリングを実施し

ます。モニタリングは、設計、建設、施設引渡し、供用開始後のサービス内容やＳＰＣの財

務内容、契約終了時など、事業契約期間を通じて、あらかじめ契約に定められた方法で実施

します。 

事業の実施状況に係る詳細については、ＳＰＣがセルフモニタリングを行い、あらかじめ

定めた方法に従って県に定期的に報告することを基本としますが、詳細は個別の事業におい

て検討するものとします。 

事業の特性によっても異なりますが、県が行うモニタリングでは、必要に応じ、各公共施

設等に設置される運営協議会等に報告し意見を求めたり、利用者のアンケートを行うなど、

第三者の意見を求めることも検討します。 

詳細は、内閣府「モニタリングに関するガイドライン」を参照してください。 

  

□県は、ＳＰＣが提供するサービスが常に事業契約に定められた業務要求水準を達成す

るようにするために、モニタリング実施計画に基づいて、専門家の活用を含めて実施

状況の監視を行う。 

□事業の詳細な実施状況については、基本的には民間事業者が実施し、県に定期的に報

告するものとする。 

□県が行うモニタリングでは、民間事業者が提供するサービス内容等について、必要に

応じ、第三者の意見を求めることとする。 

監視方法の例 
 

・ 選定事業者から提供される公共サービス水準の監視 

・ 選定事業者からの契約等の義務履行に係る事業の実施状況に関する定期的な報告書の提出 

・ 選定事業者からの公認会計士等の監査を経た財務状況に関する報告書の提出 

・ 事業の実施に重大な影響を与えるおそれがある事態が生じたときには、選定事業者に報告を求めるととも

に、第三者である専門家による調査の実施とその報告書の提出 等 

【国におけるＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン】 

 
ステップ６．事業の実施、監視等 

(1) 選定事業は、基本方針及び実施方針に基づき、事業契約等に従って実施される。 

(2) 管理者等は、事業契約等に定める範囲内で次のような事業の監視等を行う。また、それらに関する文書

等、管理者等が当該事業の実施に関して国民への説明責任を果たすために必要な文書や、施設の修繕履

歴（時期・価格・設備の品番及び使用方法）等、当該事業終了後に適切に次期事業に引き継ぐために必

要な文書については、選定事業者から適切に取得し、行政文書として適切に管理することが必要である

（行政文書の管理に関するガイドライン（令和４年２月７日内閣総理大臣決定）第３留意事項⑧参

照）。 

ア  選定事業者により提供される公共サービスの水準の監視。 

イ  選定事業者からの事業契約等の義務履行に係る事業の実施状況報告の定期的な提出。 
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（２）民間事業者への対価の支払い 

 

県は、モニタリングの結果、事業契約書で定められた要求水準を満たしたサービスがＳＰ

Ｃから提供されている場合、事業契約書に基づきサービスの対価の支払いを行う。 

事業契約書で定められた要求水準が満たされていない場合、事業契約に定められた方法に

より、県は事業者に対して支払う料金の減額を行います。 

 

９ 事業終了 

 

（１）事業終了の手続き 

事業期間満了に伴い、事業移管の手続きとＰＦＩ契約の終了手続きを行います。 

事業契約書には、事業期間の延長の可否や、現状回復義務の必要性、施設の所有権の移転

等に関する基本的な取り扱いについてあらかじめ規定される必要があります。 

事業方式がＢＯＴの場合、県への施設の引き渡しが行われますが、その際に施設の状態

及び引き渡し価格等が検討課題となります。施設の引渡価格について有償とする場合は、

譲渡価格の算定根拠として、当該施設の残存簿価10または収益還元法11等を用いた時価で

引き渡すなどの選択肢が考えられます。引き渡しを無償で行うとした場合には、法定償却

期間が契約期間より長い場合には未償却高が残り、引き渡し時に民間事業者に譲渡損が発

生 

 

10 残存簿価：施設譲渡時の建物の簿価。 

11 収益還元法：不動産価格を評価、鑑定する手法のひとつ。対象不動産から得られる年間賃料収入等から諸経費、 

公租公課等を差し引き年間純収益を算出、それを還元利回りで割り引いて収益価格を算出する方法。 

□契約に基づき、事業終了の手続きを行う。 

□一般に、ＳＰＣは事業契約終了後は清算され、事業方式がＢＯＴの場合は、県への施設の引き渡

し等が行われることが考えられるが、基本的な取り扱いについては契約等であらかじめ定めてお

くことが必要である。 

□次期事業を検討するに当たり、初度の事業期間が経過している中で、当該公共事業自体が果たす

べき役割が変容してきている可能性などもあるため、初度の事業の実施状況を評価し、ＰＦＩ手

法を導入するか否か、管理者として次期事業でどのような方向をめざしていくべきであるのかを

整理した上で、それに適した手法を検討することが望まれる。 

□民間事業者との契約に基づき、民間事業者の提供するサービス水準に応じた対価を毎年支払う。 

ウ  選定事業者からの公認会計士等による監査を経た財務の状況についての報告書（選定事業の実施に影 

響する可能性のある範囲内に限る。）の定期的な提出。 

エ  選定事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある事態が発生したときには、選定事業者に対し報 

告を求めるとともに、第三者である専門家による調査の実施とその調査報告書の提出を求めること。 
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します。契約終了時に、民間事業者から施設を時価で引き取ることとすれば、民間事業者

に対して、契約終了時点の施設の質を高い水準で保つことを促す効果が期待できます。た

だし、その場合、契約終了前に施設診断等により、施設価値を正確に把握できることが条

件となります。 

ＢＯＯ方式は、事業期間終了後、民間事業者は施設を所有し継続運営するか、または、

施設を撤去し原状回復する方式です。事業期間終了時の措置については、いずれの方法を

とるか、できるだけ契約書の作成段階で設定することが望ましいですが、社会情勢等の変 

化に伴い、政策が変更する可能性が高いと想定される事業の場合などは、契約書において

事業期間終了前に官民協議を行うこと等を規定します。 

 

（２）事業終了後の評価、次期事業（事業継続）の検討 

当該事業の終了に際して、事業の実施状況を事後評価し、次期事業の検討に反映させま

す。事業期間が経過し、事業によっては、利用の需要が高まっているものや、人口減少に

伴い需要の減退が見込まれる場合なども想定され、ＰＦＩ事業導入時とは同じリスクの環

境にあるとは言い切れないため、引き続きＰＦＩ手法を導入するか否かを含め、どのよう

な方向をめざしていくべきであるのかを整理し、次期事業について検討します。 

 

  

【国におけるＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン】 

 

ステップ７．事業の終了 

事業契約等に定める事業の終了時期となったとき、選定事業は終了となる。このとき土地等の明け渡し

等、あらかじめ事業契約等で定められた資産の取扱いにのっとった措置を講じる。 


